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○司会（消費者庁・大浦）

それでは、ただいまから「食品に関するリスクコミュニケーション 食品中

の放射性物質に対する取組について～子どもの食事への不安を考える～」を開

催いたします。

本日、司会を務めます消費者庁消費者安全課の大浦と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。

東京電力福島第一原子力発電所の事故から間もなく５年がたとうとしていま

す。食品中の放射性物質については、生産者を始めとする様々な方々の御努力

によって低減しておりますけれども、まだまだ不安を抱える方々は多くいらっ

しゃいます。消費者庁は、食品安全にかかわる関係府省と連携して、全国各地

で食品中の放射性物質に関するリスクコミュニケーションに取り組んでおりま

す。これまでは比較的大規模な会場を中心として意見交換会を開催しておりま

したけれども、福島で行う、本日はお越しいただいている皆様と活発に意見交

換をしたいと考えまして、このような少人数で円卓形式での開催としておりま

す。皆様お一人ずつに御発言いただく時間も設けておりますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。

日ごろ先生に聞きたいことや、疑問や不安に思われていること、関心事など、

ぜひこの機会に御発言いただければと思っております。２時間半という限られ

た時間にはなりますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、まず、会の初めに本日の配付資料を確認させていただきます。

印刷物で、本日のタイトルが入りました議事次第。

さらに、資料１として、佐瀬先生のスライド資料。

資料２として、「学校給食用食材の放射性物質測定」の資料。

さらに、アンケート。

その他としまして、クリップ留めがしてあります「お米の全量全袋検査を実

施しています。」というような福島市の取り組みについてのもの。

また、ホールボディーカウンターによる内部被ばくの結果という印刷物。

さらに、福島県環境測定・放射能計測協会からの情報提供。

さらに、消費者庁から冊子の「食品と放射能Q&A」とQ&Aのミニ。

以上になります。不足の資料がおありの方がいらっしゃいましたら、手を挙

げていただけますでしょうか。もし、会の途中で不足資料に気づかれた方は、

休憩時間や終了後などに係の者にお申し出ください。よろしくお願いいたしま

す。

本日のプログラムは、こちらお配りしました次第に沿って進めてまいります

ので、ごらんください。

本日の会では、御参加の皆様がどのような思いで、また、どんな目的でどん
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なことが知りたくてお越しいただいたのか伺いながら進めていきたいと思って

おります。そこで、会の初めに皆さんから簡単に自己紹介や参加されたお気持

ち、食品中の放射性物質の取り組みで関心があることや疑問や不安といったも

のについて、１分程度で一言ずつ御発言いただきたいと思っております。少人

数の開催ですので余りかたく考えずに、お気軽に今感じていることなどをお話

しいただけると幸いに思っております。

その後、除染情報プラザ登録専門家、自然科学研究機構核融合科学研究所准

教授の佐瀬卓也先生から基調講演をいただきます。

次に、福島市の担当者から情報提供をいたします。

その後、10分の休憩を挟んで、皆さんと意見交換、質疑応答などを行いたい

と思っております。閉会は16時を予定しております。

また、本日の情報提供と意見交換の内容は、広く情報提供をするために議事

録としてまとめまして、後日、関係府省のホームページで公開いたします。皆

様に御発言をいただく時間もありますので、お名前や御所属が議事録に載るこ

とに不都合がおありの方は、皆様のお手元のネームプレートのどこでも構いま

せんのでバツを書いていただきたいと思っております。また、その旨一言、休

憩時間などにお申し出ください。その場合は、お名前や御所属は議事録に載せ

ないようにいたします。よろしくお願いいたします。

それでは、写真及び動画の撮影は冒頭のここまでとさせていただきます。カ

メラにつきましては、しまっていただきますようお願いいたします。

（報道関係者退室）

○司会（消費者庁・大浦）

御協力ありがとうございます。

冒頭のカメラ撮りは以上となります。

それでは、早速皆様からの御発言をいただきたいと思っております。簡単に

自己紹介や参加されたお気持ち、食品中の放射性物質について関心があること、

疑問や不安に思うこと、何でも結構ですので１分程度の御発言をお願いいたし

ます。

１分なのですけれども、２分を経過いたしましたら目安としてお知らせさせ

ていただきたいと思っておりますので、目安にしていただけたらと思っており

ます。

それでは、私のほうからぐるりと時計回りで自己紹介をしたいと思っており

ます。本日、参加しております行政担当者からも簡単に自己紹介をさせていた

だきます。
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それでは、まず初めに、私、消費者庁消費者安全課の大浦と申します。

消費者庁では、リスクの管理と評価を含めて、行政や事業者、消費者といっ

た関係者が互いに意見や情報を交換し合うリスクコミュニケーションの場で事

務調整を務めており、本日のような意見交換会の運営や、または自分が参加す

るというようなこと、また、情報発信ツール、冊子のようなものの作成などを

日ごろ業務として行っております。

本日、司会を務めます。どうぞよろしくお願いいたします。

では、菊池先生からお願いいたします。

○菊池氏（コーディネーター）

一般社団法人福島県環境測定・放射能計測協会の事務局を担当しております、

菊池美保子と申します。今日は、コーディネーターということで大きな係を仰

せつかっておりますが、目線は皆様と同じで１児の母でございますので、皆さ

んからお気軽にお話をお聞かせいただければと思いますので、どうぞよろしく

お願いいたします。

○佐瀬氏（自然科学研究機構）

自然科学研究機構の佐瀬卓也と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

本日、名古屋から来たのですが、生まれは福島県会津でして、今年の年末年

始、久しぶりにゆっくりと家族と一緒に会津で過ごさせていただきました。

震災が起きてから、私、ずっと震災前から放射能を使っていましたので、地

元の有事ということで、測定であったり、調査であったり、足繁く運ばせてい

ただいています。それらの経験とかを含めまして、今日は皆さんとお話しでき

ることをうれしく思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○本田氏（福島市）

私、福島市教育委員会保健体育課の本田と申します。日ごろ学校給食を担当

しておりますので、今日は後ほど情報提供ということで福島市の学校給食の毎

日の測定の状況についてお話をさせていただきまして、皆さんと意見交換させ

ていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○会場（高村氏）

福島市の平野保育所というところで主任保育士をしております、高村弘子と

申します。

毎日子供たちと直に触れ合っているところなのですが、震災後、もう５年が

たちますが、当初は大変不安で、子供たちとどう接していいのか、どんな食べ
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物を食べさせたらいいのかということで大変不安でしたが、５年たちまして、

毎日給食のモニタリングなどを行ったり、地域でお米とか牛乳とかそれぞれ検

査をして安全なものを食べていると信じているのですが、保護者の方は最初の

ころは不安でしたが、大分そのような声は聞かれなくなりましたが、将来、果

たして本当に大丈夫なのかという不安は消えないものですから、皆さんの御意

見を聞いて保育の中で参考にさせていただきたいと思います。よろしくお願い

します。

○会場（高橋氏）

NPOに勤めております高橋久男といいます。

震災のときは、私は気仙沼におりまして、３日間避難所生活をして戻ってき

たときに原発を途中で見て、原発のちょうど降っているところを戻ってきたわ

けなのですけれども、何回かリスクコミュニケーションに参加させていただい

たり、かかわったりしてきましたので、これからのことも含めまして現状を正

確に把握しながら今後もどういうふうにして住民の不安の解消を図っていった

らいいのかということを知りたくて参加させていただきました。

以上です。

○会場（斉藤氏）

福島市春日保育所の所長をしております、斉藤典子と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。

今日参加させていただきましたのは、震災から５年目を迎えようとしており

まして、放射能の不安は大分和らいできているのですけれども、でも、まだ完

璧にみんな安心したわけではなく、自校給食といいますか、保育所で給食をつ

くっているのですけれども、それもモニタリングをかけて毎日お知らせしてお

りますが、やはり県産のもの、今は牛乳とお米ですが、使うようになったので

すけれども、それでもまだ不安な方もいらっしゃいますし、大分減りましたけ

れども、自分でお水とかお茶とかを持ってきていた方もいました。

震災のときは、私も郊外の保育所のほうに勤めていたのですけれども、こち

ら町のほうに異動になったときに、同じ福島市でもかなり保護者の方の温度差

というのですか、考え方も違っているのも感じたので、今日、安全なのだよと

いうことを確認したところで、そういうことを保護者の方にお知らせして返し

ていければと思って参加させていただきました。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

○会場（安田氏）
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福島市健康推進課保健師をしております、安田令奈と申します。本日はよろ

しくお願いします。

本日参加させていただいた理由としては、乳幼児健診や地区で行っている育

児相談会でお母さん方と話す機会の中で、放射線について少し不安が残ってい

るという方が多くはないのですけれどもいらっしゃるということなので、その

ような方々にこれからも安心して福島で育児をしていただけるように、今の福

島の現状を、特に毎日口にする食事のことについて最新の情報を把握して、お

母さん方の不安の軽減に努められればいいなと思い参加させていただきました。

よろしくお願いします。

○会場（松山氏）

福島市の公立保育所、笹谷保育所で所長をしております、松山恵子です。よ

ろしくお願いいたします。

保育所では毎日子供たちに給食を提供しています。食材のモニタリングをし

て放射性物質は検出されておりませんという張り紙をして、保護者の方に毎日

お知らせをして提供していますし、今年は夏に夏野菜の栽培もしました、収穫

もしました。それもモニタリングをして、今回の収穫した食材は放射性物質は

検出されていませんという張り紙をして保護者の方にお知らせして食べていま

す。そういう形で保護者の方に安全ですよということを保育所のほうで発信を

して提供していますけれども、やはり保育所と保護者の方と信頼関係の中で安

心して食べてもらっているのかというふうに日々感じています。それだけに、

私たち保育所で保護者の方と接する立場として最新の正しい情報を保護者の方

にこれからもお伝えしていかなければならないと思ったものですから、今回参

加させていただきました。よろしくお願いします。

○会場（阿部氏）

福島市にあります敬香保育園で栄養士をしています。日々給食をつくる仕事

をしています。やはり小さい子供を持つ親にとっては心配だという声があるの

は現実で、実際、福島県産食材を控え目に使いながら、水道水もお茶に使うの

はペットボトルの水を買って使ったりというふうにしていたのですが、安全だ

と言われているものは使っていきたいと思っているところで、本当に安全だと

保護者の方にも言い切っていいのかというところを今日は聞きたいと思って参

加しました。よろしくお願いします。

○会場（八巻氏）

福島市健康推進課で保健師をしております、八巻と申します。
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先ほど安田さんからもあったのですけれども、普段子育て世代の方々と健診

や地区の事業などでかかわらせていただく機会が多いのですけれども、私も震

災当時、渡利地区ということでかなり放射能の高い地区の担当をしておりまし

て、その中で、それこそ少人数の講演会とかを何回か開催させていただいたと

いう経過もこれまでにあるのですけれども、やはり時間の経過とともに、保護

者の方々からの不安だという声は、私たちが耳にする機会としては少なくはな

ってきているのですけれども、実際、今、不安に思っていてもなかなか声に出

さなかったり、それが日常になってしまっているという状況も中にはあるのか

なというふうに感じているので、そのあたりで現状というところを私もしっか

り把握していきたいと考えておりまして、今回参加させていただきました。ど

うぞよろしくお願いいたします。

○会場（大橋氏）

福島市子ども育成課保育係で主任保育士をしております、大橋玲子と申しま

す。

今の業務は、主に保育所や認定こども園の入所関係のことや、入所中のお子

さんの保健に関することももちろんそうですけれども、保育に関することや保

育士の研修に関することなど業務のほうは多岐にわたっております。

震災当時、私も渡利地区にある公立保育所に勤務しておりました。震災の後、

かなり多くの方が避難されていったり、飲み水のことや食べ物のこと、お母さ

んが直接調理室に行って、シイタケは検出されたから食べさせないでください

とか、県産の牛乳は飲ませないでくださいというような当時のいろいろなお母

様方の心にも触れてきましたし、どたどたとした中を目の当たりにしてきまし

た。

今、福島に住んでいらっしゃる方からは、不安の声とかというのは余り聞か

れないかと思うのですけれども、これからもしかして他県にいらっしゃる方で

福島に戻っていらっしゃる方が増えてくるかなと思ったときに、今のきちんと

した正しい情報というのは得ておかなければいけないと思ったので、今日参加

させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。

○会場（矢吹氏）

本宮市からたまたま福島に仕事を頼まれていて、ここに来る機会を得ました。

子供の食事ということだったのでちょっとわかるかなと思ったのですけれども、

私、２児の孫のおじいちゃんでして、子供が今後大丈夫なのかというのは非常

に心配な内容だったので、ぜひその心配を払拭したいというのがまず第１です。

近所の人とも放射能の話をしくにいような風化の傾向があるのです。これも
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困ったものだなと思っているのですけれども、だから、私が思うに、一人一人

を教育しないと結局はだめなのではないか。小学生でも大人でもそうなのです

けれども、教育をして、放射線教育というのを一人一人がみんな知識として持

っているというような社会にしていかないと、リスクを感じている人にだけ教

育してもおのずと限界があるのではないかと思ったものですから、そういった

ところに意見交換ができればいいなと思って、今日来てみました。よろしくお

願いします。

○会場（佐藤（美）氏）

皆さん、こんにちは。福島市役所放射線健康管理課の保健師で、佐藤美智子

と申します。

昨年度までは八巻と安田と一緒に健康推進課のほうで赤ちゃんの訪問とか、

地区の担当として震災直後は南本部を担当し、その後すぐ清水地区を担当させ

ていただきましたので、放射線の講座や相談のほうを対応させていただいてい

ました。

震災直後は佐瀬先生の講演を拝聴させていただきまして、地区の方々に正し

い情報を伝えることができまして大変感謝しております。また、当課の事業で

も放射線の体験型講座のほうにも佐瀬先生に御指導してきていただきまして、

市民の方々の不安の対応をさせていただいております。

現在、大体落ち着いてきたところではあるのですけれども、県外からの転入

者の方とか、新たに妊娠・出産されて子供を持った方々、それから、山形を初

め避難先から戻ってきた方々への支援として私のほうでお手伝いさせていただ

いています。今日もぜひ勉強させていただきたいと思っています。どうぞよろ

しくお願いいたします。

○会場（佐藤氏）

福島県消費生活センターで食品の相談員をしております、佐藤と申します。

私、ちょうどセンターで21年12月から自家消費野菜等の検査が始まりまして、

そのときから検査にいらした方の不安や苦情等のそういった相談を受けており

ます。年々検査件数自体は減少して、強い不安とか以前のような怒りのような

苦情を訴える方が減ってきているのは、それはそれでよいと思うのですが、た

だ、中には、今、検査に来られる方の中で、こういった検査体制があったこと

がつい最近わかったとか、あるいは、そういったリスコミとかの勉強会がある

のですよ、そういったものに参加してはいかがですかといって、そんなのある

のですかというような声を聞いたりするに当たって、ある意味、安心感で風化

している人もいるのですが、中には子育て世帯であってさえも、高齢者でもな
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いのに情報が行き渡っていない、その限界を感じております。

現在、皆様、今日、保育士の方とか子育てに関係する方がいらっしゃるとい

うことで、実際に現場での子育て世代の方のそういった生の声はどうなのだろ

うか、そういった方々の心情はどうなっているのだろうというのを伺えればと

思って参加させていただきました。

ちょっと時間があればよろしいでしょうか。それと、各県による温度差とい

うものをすごく感じております。自家消費ということの検査なので、正直、県

内の山菜・キノコがだめであれば県外からとってくればいいだろうというよう

な、ある意味安易というか、やはり季節のものを食べたいという感覚の方もい

らっしゃって、一応検査の機会を無駄にはできないので、そういったものも県

内では出荷制限とかがかかっているものであっても県外からということでそれ

を測らせていただいたりするのですが、中には基準値を超えているものが何回

もあります。ただ、そういったものをどのように情報共有したらいいのかとか、

あるいは、県によっての取り組みがどうなのかわからずに、ただ、そういうふ

うにある意味パンドラの箱をあけていいのかなんていうようなところも私の中

ではあります。ですから、そういった部分においても国とか県の取り組みとい

うものを聞きたいということと、あるいは、山とかには立入禁止プラス、必ず

山菜はとってはいけませんというような立て札等の対処というのはできないも

のなのかということを農林のほうの方にお伺いしたいと思いました。

以上です。

○会場（田村氏）

福島市子ども育成課の栄養士をしております、田村と申します。本日は、よ

ろしくお願いいたします。

震災当時も旧児童福祉課時代から栄養士としてこちらで働いているのですけ

れども、震災後、平成24年５月から保育所の入所児を対象に食の安全を確保す

るため、あとは保護者の不安を解消するために、給食１食全体のモニタリング

を実施しております。対象は認可保育所、地域保育所もあわせて実施しており

ますが、希望制なので強制ではないので、年々ちょっとずつ私立の保育園さん

なんかはモニタリングの実施をやめるなんていうところも出てきておりまして、

だんだん保護者の不安もなくなってきているのかなと感じるところもあるので

すが、２年前に私立の保育所さんと地域保育所さんを対象にアンケートのほう

を実施させていただいたことがあったのですが、その中で給食の食材について

不安な点がありますかという問いに対して、「余りない」とか「ない」とお答え

いただいたのが全体の94％だったのです。そのようにお答えいただいているに

もかかわらず、今後、給食の食材のモニタリングの実施について継続を希望す
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るとお答えいただいた方が97％もいらっしゃったということで、やはりモニタ

リングを実施することで安心が得られているのかなというところもあります。

今後も保護者の方のために最新の情報を今回ここで得て、敷衍していきたい

ということで参加させていただきました。よろしくお願いいたします。

○会場（都丸氏）

栃木県から参りました都丸と申します。どうぞよろしくお願いします。

私、栃木県庁で生活衛生課というところに配属されておりまして、食品安全

推進班という部署で食品の安全の業務に携わっております。本日は、子供の食

事への不安ということがテーマにありまして、栃木県においても放射性物質と

食品の安全性のリスコミを平成23年度から継続してやっているところなのです

が、県民の皆様にたくさんの方においでいただいて広く情報を提供していこう

という方針だったのですが、これからは少ない人数のリスコミで円座になった

ような形で中身を濃く充実していくようなリスコミも取り組んでいければとい

うようなことを考えておりました。

そういう中で今回のリスコミのことを知りまして、ぜひ参加させていただい

て、栃木県もこのような取り組みをしたいということで勉強をさせていただき

たいと思います。

栃木県では県政世論調査という県民の方を対象とした調査をやっているので

すが、県政世論調査の中で食の安全の項目もあるのですが、食の安全でどのよ

うなことに不安をお持ちですかという質問があります。食の安全というのは、

例えば放射性物質だけではなくて、食品添加物であるとか残留農薬とかいろい

ろな項目があるのですが、20代、30代の女性に限っては、放射性物質の安全性

が一番不安というふうにお答えになる方が１位でした。全年代層を平均的に見

ると、食品添加物、残留農薬というのが不安感の高いものになっているのです

が、20代、30代の女性については放射性物質の不安感が高いというような現状

を把握しておりますので、栃木県においても20代、30代、子育てをしている世

代の方を対象としたリスコミも取り組んでいきたいと思っております。

長くなって申しわけありません。以上です。

○岡部氏（福島県）

福島県環境保全農業課の岡部と申します。よろしくお願いいたします。

農林水産部で農産物安全を担当しておりまして、農林水産物のモニタリング

検査の担当部署になっております。

農林水産物の、園芸品目なり穀類、畜産物、水産物、林産物という各課の取

りまとめ調整、また、分析につきましては、福島県の場合、農業総合センター
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にあります分析課で実施していますので、分析部門との調整を行っております。

また、結果についての公表等、情報発信につきましては環境保全農業課が担

当して、毎日ホームページのほうで公表させていただいております。

震災発生時は県北農林事務所で農業関係の指導関係を担当して、福島市、川

俣町担当で、震災以降、事故以降の農業を再開していくかというような場面に

も立ち会ってまいりました。

震災から５年たつということで、今までは情報を正確に発信するということ

に努めてきたのですけれども、この情報を消費者の方にどのように理解してい

ただいて、安全を実感して安心していただくような情報発信に向かっていかな

ければいけない時期に来ているかと思います。皆さんの意見を参考にしていき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○吉岡氏（農林水産省）

皆さん、こんにちは。農林水産省食品安全政策課長の吉岡と申します。私、

日ごろの業務では食品安全、リスク管理ということで、有害化学物質とか有害

微生物による健康被害の未然防止というものに取り組んでいます。

実は、この放射性物質につきましては、平成23年の最初のときから関わって

おりまして、特に平成23年11月以降、福島県の中で翌年のお米の作付制限の地

域をどうするかというのを検討する中で、毎週末こちらのほうにお邪魔してお

りまして、県の方といろいろと議論をしてきたという経緯がありまして、今日

は非常に懐かしく福島の駅におりました。

今日は、先ほど御意見もございましたので、意見交換などもその場でさせて

いただきながら、自分ももっともっと放射性物質のことを勉強していきたいと

思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

○菅原氏（厚生労働省）

厚生労働省生活衛生・食品安全部監視安全課の菅原と申します。よろしくお

願いします。

食品安全部としましては、食の安全のためのさまざまな取り組みを行ってお

りますが、監視安全課としましては、食品衛生法違反ですとか、食品に関する

事件が起こった場合に、必要に応じて自治体と連携をしながら対応したりして

いるところです。

私自身としましては、化学物質係ということで、放射性物質に限らず食品添

加物や食品に残留する農薬、重金属など、こういったものの規格や基準が守ら

れているかというところの監視などの業務を行っております。

また、検査機関の信頼性確保のための取り組みといった業務も行っておりま
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す。

放射性物質に関しましては、検査計画の企画立案を自治体に要請、その結果

を報告いただき、現在は週に１回公表する等を行っているところです。また、

自治体が検査計画を企画立案するための助言等も行っております。

本日は、どうぞよろしくお願いいたします。

○木下氏（食品安全委員会）

内閣府食品安全委員会事務局リスクコミュニケーション官の木下と申します。

よろしくお願いいたします。

食品安全委員会は御存じない方が多いかもしれないので簡単に申し上げます。

新しいお役所で2003年７月にできました。日本でBSEが発見された２年後です。

先ほどの話で出てきたリスク管理かリスク評価かというと、リスク評価をする

機関です。大学の先生や研究所の先生に集まってもらって、例えば放射性物質

については、３千以上の文献を吟味して議論して報告書を作成しました。今ま

で12年半でやっと2,000報告書を超えました。新しく開発された農薬だとか、食

品添加物だとか、いろいろな細菌だとか、数限りなくあるのでまだまだ評価す

べきものはいっぱいあります。

私のポジションはリスクコミュニケーション官という中ポツなしで片仮名12

文字が続くという国の管理職で一番長いカタカナ職名です。残念ながら漢字に

ならなくて片仮名のままやっています。先生方が評価した情報をできるだけわ

かりやすく、どのように伝えていくか、コミュニケーションしていくかという

のが私の仕事でございます。よろしくお願いいたします。

○司会（消費者庁・大浦）

これで一周しました。皆様、御発言ありがとうございました。

皆様の御意見を伺っておりますと、多くの方々が日ごろお子さんの保護者の

方々などと触れ合っていかれる中で、福島県に住んでいる方々は不安を口に出

すことは減ってきているけれども、その不安というものが潜在化しているので

はないか。また、これから県外に避難なさっている方々が帰ってくる中で、そ

ういう方々と福島にお住みの方々とで放射線に関する理解とか意識が違ってく

る中で、今後、保護者の方々とどのように接すればいいか悩んでいらっしゃる

方が多いのかというふうな印象を受けております。

後ほどの意見交換会の部分でそのような質問、関心事項について御発言いた

だくことで、恐らくお一人の御意見を皆さんで共有することで皆さんの中でプ

ラスになっていくのではないかと感じておりますので、どうぞ後ほど御発言を

またよろしくお願いいたします。
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それでは、意見交換会の前に、「食品と放射能の現状とその理解」と題しまし

て、除染情報プラザ登録専門家、自然科学研究機構核融合科学研究所准教授の

佐瀬卓也先生から御講演をいただきます。

佐瀬先生のプロフィールを簡単に御紹介させていただきます。

先ほど先生もおっしゃいましたが、福島県の会津若松市の生まれで、高校ま

で福島県でお過ごしでいらっしゃいます。大学の後、約20年間一貫して放射線

防護に関する研究と教育にかかわっていらっしゃいます。

東日本大震災の発生後は、徳島大学病院の災害支援チームの一員として福島

県内にて緊急被ばくのスクリーニング活動に従事なさり、並行して放射能簡易

測定ツールの開発などで御活躍されていらっしゃいます。

現在は、自然科学研究機構所属の環境省登録専門家として、福島を初めとす

る住民の方々の不安が少しでも軽減できるような研究教育活動をなさっていら

っしゃいます。

では、先生、よろしくお願いいたします。

○佐瀬氏（自然科学研究機構）

〔スライド１〕

御紹介ありがとうございました。改めまして、皆さん、こんにちは。今日は

どうぞよろしくお願いいたします。

今日のお題なのですけれども、「食品と放射能の現状とその理解」。震災から

５年近くが経とうとしていますが、福島県民、近隣の県の方、日本全体のショ

ックというのは非常に大きな震災だったのですが、５年を経まして大分わかっ

てきたこと、逆に言いますと、ここはもう気にしなくてもいいよ、ここは気を

つけるのをもう少し続けなければいけないよということがわかってまいりまし

た。

私、震災前からずっと放射能に携わっていたこともありまして、震災以降も

ふるさとに関係することもあり非常に気を払いながらしていたのですけれども、

そのあたり、今までにわかった見地なんかを、なるべく専門的な用語を使わず

にお話しできたらと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

皆さん、お手元の資料もあるかと思うのですけれども、表紙の木は、最近は

全国でも有名になりました三春の滝桜という木です。これは４年半ぐらい前、

震災直後のゴールデンウイークちょっと前のちょうど桜が咲いたときです。こ

の桜の木は、私、その周辺のモニタリングであったり、緊急被ばくスクリーニ

ングで周辺にいたのですけれども、朝方行ってみましたら、震度６弱ぐらいあ

りましたので周りの参道というか道のところはぐちゃぐちゃになって、小枝も

ぽきぽき折れていたのですが、桜自体は「何かありましたか」みたいな感じで
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咲き誇っていてくれたのです。福島、東北を応援してくれているなという感じ

がして、生まれて初めて桜でほろっと涙がにじんできたのを思い出します。こ

う強くありたいなと思いました。

それでは、紹介させていただきます。

〔スライド２〕

紹介にもありましたが、簡単な自己紹介ですが、私、1972年（昭和47年）に

福島県の会津若松というところで生まれました。大学は青森県の弘前大学に進

みまして、リンゴの研究をしておりました。「あれ、放射能の話ではないのか」

と思われるかもしれませんが、最初は農学部で、果物が好きだったのでリンゴ

の研究をしていたのですが、このときに携わったリンゴの病気なのですが、非

常に変わったもので、普通病原菌とか、我々人間とか動物もそうなのですが、

放射線とか放射線に似たようなものである紫外線とか、それらに当たると大抵

は害があるのですけれども、逆に放射線とか紫外線が当たると活性化されると

いう非常に特殊な菌に遭遇しまして、そこでリンゴよりも放射線に非常に興味

を持ってしまいまして、以降、名古屋大学及び四国の徳島大学という、阿波踊

りの有名な徳島ですが、両方ともアイソトープという放射線を専門に扱う研究

施設がありましたので、そちらのほうで20年ほど武者修行をしまして、主に大

学の研究であったり、皆さんも御存じのとおりに、今、病院では診断とかがん

の治療に放射線をたくさん使うのですけれども、その放射線から患者さんとか

お医者さん、看護師さんを守る研究というのを20年来ぐらいしておりました。

そうこうしているうちに、４年10か月ほど前に東日本大震災に伴いまして福

島で有事があったわけですが、お国の有事ということで、名ばかりではあるの

ですけれども、地名を間違えずに方言で放射線の話をできるという人材がその

ときは少なかったので、そのあたりで私が手伝えることはあるかということで

震災以降は支援活動をさせていただいております。

今は非常に長い文言のところにいるのですが、岐阜県にある研究所なのです

が、新しいエネルギーを開発するところです。具体的には海水から何とかエネ

ルギーをつくれないか。今、福島は原子力が非常に厳しい状態になっているの

ですが、そのかわりのエネルギーを何とかつくれないかと、50年後、100年後の

話になるかとは思うのですが、そのお手伝いなんかをさせていただきながら岐

阜県と四国と福島を行ったり来たりする毎日を送っております。

専門としましては、放射線というのは一番の特徴として見えないというのが

あるかと思うのですが、その見えないものを特殊な技術を使うと見ることがで

きますので、そんな技術を使いまして、どのぐらいあるか、専門的な言葉で言

うと定量という言葉を使うのですけれども、その浴びた量というのは病院に行

くべきなのか、それとも気にしないで大丈夫なのかという、その量が物すごく
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大切になるのですけれども、そのあたりの評価法などを研究しています。

長くしゃべってしまって申しわけなかったのですが、簡単に言いますと、こ

れはうちの息子、今、小学校２年生なのですけれども、震災が起こってから３

年以降、これは福島の白河という南の地区なのですけれども、一緒に田植えを

しております。逆に言いますと、気をつけさえすれば福島県で子供と一緒に田

植えができるような状態までなっております。どこに気をつければということ

を今日はお話しさせていただきたいと思います。ですので今日は、福島県出身

のちょっと放射能に詳しいおっちゃんがやって来たみたいな感じで気楽に聞い

ていただければと思います。

〔スライド３〕

私は20年間ほぼ毎日、実は昨日も放射線に触れております。ほぼ毎日、放射

線や放射性物質に接してきました。ただ、適切な防護策を講じることによって、

日々健康を維持して、先ほどの元気な息子にも恵まれております。

どういうことかといいますと、幾つかの点に気をつければ放射線のリスクを

限りなく小さくして、食に関する安全も確保することができて、そして、健や

かな生活を送ることができる。これは一般論ではなくて、福島県内においても

十分可能な状態に現状なっております。

今日の話のキーワードなのですけれども、物がある、つまり、放射線がある

とか放射性物質があるということと、影響があるというのは違うのです。例え

ば、我々の体には微量ですがヒ素とか水銀とかごく微量含まれてあります。だ

けれども、量が非常に少ないので気にならない。これと同じように、放射性物

質も大量にあるのか、それとも気にならない量なのかということが非常に大切

なところになると思います。

大切なのはトータル、全体的な量です。どのぐらい被ばくしたのか、もしく

は、今、その食べ物にどのぐらいあるのか、こういった量というのを今日は皆

さんと意識を共有していきたいと考えております。

〔スライド４〕

余り振り返りたくはないのですが、福島の事故のことも振り返りたいと思い

ます。

福島の原子力災害ですけれども、複数の原子炉が制御不能に陥った前代未聞

の緊急事態です。以前、チェルノブイリで事故もありましたし、それ以外にも

幾つかの放射線災害というのはあったのですが、これだけ複数の原子炉が厄介

なことになるというのは、今までもこれまでもなかったと言えます。実際、将

来に向けましては事故の収束、具体的には廃炉作業であったり、使用済み燃料、

高レベル放射線の廃棄物、こちらの処理が大変頭の痛い課題になっております。

これは日本の問題だけではないですね、世界レベルの難題になっています。
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こういった事故というのは、もちろん県民としても国民としても二度と起こ

ってほしくないですし、絶対起こってはいけないのですけれども、ただ、リス

クの専門家に言わせますと10万年に一度のことだよ、いやいや、それは甘かっ

た、1,000年に一度だといろいろな議論が今でもあるのですが、ただ、我々、県

民、国民としては、何分の一でもいいけれども二度と起こらないでほしいとい

うのが皆さんの総意だと思います。

ただ、我々は本当に数千年に一度か数万年に一度のとんでもない事態に生き

ながら立ち会った。皆さん、お近くにいらっしゃったり、目の当たりにしてか

かわられたりしたかと思うのですけれども、本当に皆さん一人一人が生き証人

ですので、当時どういうことがあったかということはどこかで後世に伝えてい

かなければならないのかなというのを日々、私もも考えております。

〔スライド５〕

今回は食の話題についてなのですが、そもそも食品に放射性物質があるとい

うのはどういうことかというと、どこからか飛んできた、もしくは、どこから

か入ってしまったということになるのですが、大もとといいましたら、御存じ

のとおりなのですが、東京電力福島第一原子力発電所から放出されたものが大

もとを占めるということになります。

こちらの模式図的に言いますと、こちらが海側で、発電所があたかも火山が

爆発するように、あとはガスがわあっと発生するように放出されたわけですが、

放出されたものが空に上がりまして、もし全く風がなかったらまた下におりて

きたとは思うのですけれども、当時、海からの戻り風があったり、比較的みぞ

れが混じった雪や雨が降りました。福島県だけではなくて日本全体、近隣の県

にも雨、風、雪となりまして飛んでいきました。

震災当初は、あたかも地面全面に灰が降ったような状態ですけれども、それ

以降、長雨があったり、台風があったり、いろいろな気象事象があったり、除

染があったりしまして、今は灰色というよりはパンダの模様のような状態です。

きれいになった白い部分というのが多いのですが、やはり物としてとれていな

い部分、端っこにいってしまった部分、白黒模様のような状態になっているの

が現状です。

実際に食品と農業を考える場合は、汚染の残る場所に植えてしまうと放射性

物質が移行してしまう、もしくは、今まで移行してしまったところがあったの

です。

〔スライド６〕

ほこりが放射性物質を含む、実際にはほこり的なものでということなのです

が、どのように飛んだかといいますと、ちょっと動画を動かしてみます。

これは４月の上旬、10日ぐらいの情報です。日本のものではなくてオースト
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リアの気象庁というか、当時、海外ではスペインであったり、イギリスであっ

たり、オーストリア、ドイツもそうなのですが、こういった画像が結構流され

ていたのです。日本の場合はデータが不明瞭であったり、国民の方の不安を過

度にあおるのではないかといろいろな思いがあって、当時はこういう画像は余

り流れなかったのです。ただ、逆に言いますと、諸外国では福島県だけの問題

ではなくて日本全部汚染してしまったのではないのかと、今でも海外に行くと

日本は全域が汚染したでしょうと思われていることもあります。どうしても日

本だと、福島、栃木、茨城、そのあたりだけの問題かなと思われることもある

のですが、海外に行ったらこのような感じです。

私は震災当時、四国の徳島大学に所属していたのですが、海外の方は福島

(FUKUSHIMA)と徳島(TOKUSHIMA)の違いがわかりません。これはお隣かみたいな

感じで、結構離れていますと言っても、海外の方は日本地図を見ると、すごい

小さな日本だと「お隣では？」みたいな感じで思われてしまうのです。我々が、

もしくは日本全体の国民が思っているよりも海外の方は心配されていたり、ど

うなったのということはこれからもあるかと思います。そのときに、確かに放

射性物質は散ったけれども、幸い大きな放出は続かないで終息したよというの

は伝えていかなければならないかなと思います。

日本だけでなく、ちょっと見づらいですが、ここに日本がありまして、風と

ともにハワイやアラスカのほうに飛んでアメリカを渡って、ヨーロッパを超え

て、約１か月かかりまして世界を一周して九州のほうにも１か月、４月の中旬

ぐらいに世界一周してきたと思われる微量の放射性物質が検出されていますの

で、日本だけの問題ではなかったのです。

〔スライド７〕

ただ、不幸中の幸いなのですが、連続の放出、さらに放出が大きくなるよう

なことはなくて、徐々に放出量というのは縮まっていきました。放出の目安と

して一番わかりやすいのは、皆さんが日々はかったこと、もしくは数値をごら

んになったかと思うのですけれども、空間線量といいまして、放射線の測定器

で測定したときにマイクロシーベルト／アワーとか数値が出るかと思うのです

が、あれというのは空間中にある放射線の量をあらわすのですけれども、それ

が震災の直後はぐぐっと、福島市におきましては３月15日、16日に一時期20マ

イクロとか非常に高い値を示したところがあったのですが、幸い徐々に数値は

下がっていってくれたということがあります。

下のグラフだとちょっとあれですね、３月から７月、10月までありますけれ

ども、連続的な放出というのは幸いにとどまってくれたということで、線量は

一時的には上がったのですが、下がっていったということがあります。

〔スライド８〕
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降った放射性物質の量も、先ほどちりのように飛んだと言いましたけれども、

当初は、これが続いたら、さらに大きな爆発があったらどうなってしまうのだ

ろうと我々も非常に危惧をしましたが、放射性物質の量も早々に減っていって

くれたというのが本当に胸をなでおろしたところがあります。

これは福島県の双葉郡なので発電所のお膝元のところですけれども、震災当

初は放射性ヨウ素やセシウムとか心配な量だったのですが、ぐっととどまって

くれた。これは数値がずっと上がり続けたら、福島はもっと厳しい状態になっ

ていたかと思いますが、そうはならなかったということが言えます。

〔スライド９〕

ここからお題の食品に行く前に、簡単に放射線のイロハを確認していきたい

と思います。

〔スライド10〕

皆さん、住民の方であったり、新たに福島に入られる方、お戻りになられる

方、どこかでまた放射線のお話をすることもあるかと思うのですけれども、そ

のときに「放射線は」「放射能は」といったときにどんな話をすればいいかなと

思うのですが、私、最近よく幼稚園とか保育園、小学校１、２年生に放射線の

話をすることがあります。そのときに使っている小学校向けの教材をとってき

たのですけれども、自分でつくったものです。放射線というとなかなか難しい

言葉であるのですが、見えない、さわれない、におわない、味がない、聞こえ

ない、通り抜ける、そして怖い。簡単に言うと、ものすごい当たっても人間の

五感では全然わからないというのが放射線なのです。震災直後は鉄のような味

がするので、この水はセシウムが入っているなんてそういうデマがあったので

すが、それは鉄さびです。味が変わるほどセシウムが入っていたら、すぐ死ん

でしまうぐらいの量になります。実際には人間の五感では全く感じないのです。

怖いというのがまた困ったところですね。

子供たちに「見えなくて、通り抜けて怖いのって何だ」と。夜、トイレに行

くときは怖いかというと、怖いと。お化けみたない感じですね。幽霊とか、最

近は妖怪という言葉を子供たちは使いたがりますけれども、まるで幽霊みたい

だねと。あとは、放射線というよくわからないものは、実は私たちの身の回り

にもちょっといるらしいよと。ただ、量が少ないからそんなに怖くないらしい

のだけれどもねと。ただ、測定器という機械を使うといるかいないか、どのぐ

らいいるかというのを測ることができるのだよと。残念ながらお化けはいるか

どうかわからないけれども、そこだけは放射線のほうがお化けよりましかなみ

たいな話をよくしております。

〔スライド11〕

さらに、小学校３、４年とか中学生になると、そもそも放射線はここ５年間
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で物すごく聞いたけれども何よということを疑問に思っている子供たちも多か

ったです。その正体を考えていきたいと思います。

最近は、私たちが話をするときに、放射線というのは、実は光のお友達です

よと言います。実は、科学的にも物理学的にも放射線というのは紫外線などの

光に非常に似ているということがあります。事実、厳密な話をしますと、我々

が蛍光灯とかで見ている可視光線、ストーブが暖かいねとか、たき火から出て

いる赤外線、お肌の大敵紫外線、実はこれも放射線です。ただ、非電離放射線

という、前のほうに影響は少ないよという意味が入っているのですけれども、

放射線の一種なのです。紫外線よりさらに力が強くなると電離放射線、これが

正式名称ですけれども、放射線となるのです。

放射線というと、ばい菌のような得体の知れないお化けのようなものと感じ

ますけれども、我々がふだん一番身近なものとしては紫外線の親戚みたいなも

のだというふうに考えるのが一番わかりやすいかなと。より専門的に言うと強

いエネルギーを持っている、つまり力を持って何かに当たると、その当たった

ものに影響を与える、光であったり、物質の粒であったりということができる

のです。強い力を持った光みたいなものだよと。お日様の光も、夏、裸で泳ぎ

に行ったりしてずっとお日様に当たっていると紫外線で肌が痛くなってしまう

よね。それと同じで、放射線もたくさん当たると体に悪いのだよね、みたいな

話をすると、「ああ、そうなんだ」というふうに子供たちも理解してくれること

が最近多いなと思っております。

〔スライド13〕

そもそも放射線が体にたくさん当たると何で悪いのだろうということなので

すが、時間の制約もありますので難しいところは飛ばしますけれども、我々の

体というのは細胞という粒々でできています。これが何十兆という数でできて

いるのですけれども、その細胞の中には設計図と言われるDNA、遺伝子と言われ

るものが入っているのですけれども、遺伝子が放射線によって直接切られてし

まう、もしくは、細胞の中にある水とかが、しゅわしゅわな水、つまり活性酸

素というものに変えられてしまって、よからぬもの、ここで変なイガイガムシ

みたいに描いていますけれども、放射線が当たったことによって細胞の中で活

性酸素というイガイガができて、そのイガイガが間接的に遺伝子を壊してしま

うということが起こります。ただ、このイガイガによって壊される遺伝子の損

傷が少なければ、壊れた部分を治す力も細胞はあります。

さらに、実は放射線だけではなくていろいろな、先ほど話をしました紫外線

であったり、ほかの有害物質であったり、ストレスであってもこのイガイガの

活性酸素は発生するのです。大切なのは放射線が心配だわ、放射線から何とか

逃げなければということではなくて、トータルでこれらの有害要因を低くする
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ことというのが我々の生活で大切なことです。何も放射線だけで活性酸素がで

きるのではなく、有害物質や過剰なストレスであったり、紫外線などの要因も

低減していくことが必要かと思います。

〔スライド14〕

先ほどのイガイガの活性酸素、これが体にふえるときというのは、たばこ、

お酒の飲み過ぎであったり、これは私もですが食べ過ぎ、あと、実は食べなさ

過ぎ、最近のデータで確実にわかっているのですが、過度なダイエットは発が

んの割合を食べ過ぎよりもふやしてしまうことがあるということがわかってい

ますので、特に若い女性の方とか、最近、本当に病的にダイエットを頑張って

いる方とかがいらっしゃるのですけれども、そういう方は気をつけてねという

ふうにお声がけしなければと思うのです。

それ以外にもいろいろな化学物質、有機溶媒であったり、カビとか、特に豆

につくカビとか厄介なものもありますので、そういったものとか肉や魚の焦げ

には、ちょっとぐらいだったらいいのですけれども、たくさん食べたり、先ほ

どの前出の放射線や紫外線、過度な疲れや過度なストレス、こういったことで

活性酸素がふえていきますので、このあたりを配慮しましょう。

震災５年がたちまして、「放射線」の防護というよりは、そろそろ主語を「健

康」として全体で活性酸素を抑えていくのがいいのかなと、総合的な有害要因

の低減ということをお声がけできるようになりたいと思っております。

それ以外に、放射線に関係する単位につきましては、ここは皆さんも震災５

年でお話をよく聞いているかと思いますけれども、福島県はこれから５年、10

年、20年、もう少しこの２つの単位、ベクレルとシーベルトとはお付き合いが

続くかと思います。ベクレルは主に放射性物質の量をあらわすとき、シーベル

トは危険度をあらわすときに使うのですけれども、この２つは新聞や報道や規

制で出てくるかと思いますので、この２つはまだ覚えておく必要があるかと思

います。

〔スライド15〕

我々がリスクを考えるとき、今回は事故によって放射性物質が出たのですけ

れども、ただ、事故前から微量ではあるのですが原子力発電所の事故以外にも

放射線はありました。具体的には、私たちの身の回りで一番放射線を出してい

るのが実は太陽なのです。太陽だったり、夜空に輝く恒星は必ず放射線を大量

に出しています。それも太陽や遠くの星から地球に放射線が来ていたり、転じ

て食べ物や、地球ができたときに生まれた天然の放射性物質、地面からも放射

線が出ているよと。逆に言うと、太古の昔からあるこのぐらいの量であれば事

故由来のものに関してもそうそう気にしなくてもいいのではないかということ

を提示することもできるかと思います。
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〔スライド16〕

内部被ばく、外部被ばくという言葉も皆さん今までよくお聞きになったこと

があるかと思うのですけれども、私たちの自然からの被ばくです。数字は覚え

ることはないのですが、世界の平均で年間2.4ミリシーベルト、ミリという単位

で２ぐらい、日本では2.1、若干少ないぐらいと言われているのですけれども、

外側から３分の１被ばく、食べ物や空気から３分の２の被ばくがあると言われ

ています。ここは、こういった細かいことというよりは、事故の前からこのぐ

らいは自然のものとして我々は浴びていますよということなので、比較として

はこのレベルにおさまるのであれば、我々は昔から、恐竜の時代から浴びてい

ますので、この程度であったら許容できるかなという一つの目安にはなるかと

思っております。

〔スライド17〕

実際の食について、時間も迫ってきているのですがお話をさせていただきた

いと思います。

〔スライド18〕

これは食品放射能濃度基準値、平成24年４月なので震災１年後に、当初あり

ました暫定基準値というものから新しい基準値、今、動いている基準値ですけ

れども、基本的にセシウム134、137など、これ以外の放射性物質も含むのです

けれども、１キロ当たり、一般の食べ物だと100ベクレル/㎏、飲料水だと10ベ

クレル/㎏、そういった基準、これ以上の値のものは食べないようにしましょう

ね、もしくは出荷しないようにしましょうねという値が決められまして、それ

が今も続いている状態になっております。

〔スライド19〕

基準値が決まった以降、どういったものが超えたか。注意点としましては、

これらの生産物全てが汚染しているわけではないということです。先ほど一番

初めに発電所の模式図でお話ししましたけれども、汚染がひどかった土であっ

たり、もしくは直接汚染がかかってしまったところに育ってしまった作物に関

しまして、キノコ類であったり、山菜類というのは汚染が大きかった。特にキ

ノコはミネラルを集めるプロですので、地面に散ってしまった放射性セシウム

をキノコがミネラルと勘違いしてしまって、微生物の力もありまして中に取り

込んでしまった。天ぷらにするとおいしいコシアブラとかタラノメとか、この

あたりは地面の表面の浅いところに根っこを張るのです。根っこを張って、か

つ、微生物の力も借りましてミネラルとしてセシウムをため込んでしまう、そ

ういうことで数値の高いものが出てしまったこともありました。

それ以外に魚とか、どうしても川魚とか海の底にすんでいる魚というのが、

放射性物質がついてしまった砂とか土とか葉っぱとかを食べてしまって、一時
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的にではあるのですけれども、放射性物質が魚の中の筋肉であったり体全体に

移行してしまっているということがありまして、今も若干ですがあります。

昨年の基準値超えというのはどういうふうになっていたかというのを大まか

に見てみますと、ウド、フキ、ウルイ、ゼンマイ、山菜類が多いです。あと、

大豆、大豆も根っこが浅いので汚染がまだ残っている土のところに植えてしま

った場合とかいうときは汚染が出やすいこともありました。あとは川魚とか、

自家米で玄米、非常に例外的な例であったのですが、汚染が多く残っている状

態の土地で、かつカリウムなどのミネラルが不足した土壌でお米を育ててしま

うと、今でもゼロではなく出てしまうこともあったということがあります。

最新の情報に関しましては、最近、パソコンやスマートフォンで検索が簡単

にできます。出荷制限とか食品、放射能と入れるだけでいろいろなところのサ

イトを、特に厚生労働省さんとか消費者庁さんとかまとまっているサイトがあ

りますので、そこで現在の情報を知ることも可能です。

〔スライド20〕

汚染食品類の傾向としましては、事故後に降ってきたものに由来するもの、

さらに、それを食物連鎖的にため込んでしまって、イノシシとかクマとか魚に

行ったもの。あとは、それとは別に乾燥濃縮、例えばあんぽ柿が特にそうなの

ですが、生の柿の水分を飛ばすことによって重さ当たりの放射能が上がってし

まったりすることが乾燥食品や漢方薬のせんじた植物とか切り干し大根とかお

茶とか、最近はお茶とかは余り出なくなっていますけれども、水分を飛ばした

ときに形式上の放射能の値が上がってしまうということがあるので、このあた

りはまだ注意が必要かと思います。

チェルノブイリは30年近くたちましたけれども、いまだにたまにぽろっとト

ナカイの肉であったり、ジャムとかで基準値超えのものが出ることがあります。

福島もチェルノブイリほどではないと思うのですが、やはり忘れたころにぽろ

っと１点、２点、これからも出ることがあるかと思います。ただ、１つ出ると

全てが汚染しているように思われてしまったり、思ったりすることがあるので、

ごく一部ではあるのですが、ただゼロではないよということは考えておく必要

があるかと思います。

ただ、幸か不幸か皮肉なことなのですが、今の福島の食品のモニタリングと

いうのは世界一の検査体制、ベラルーシやウクライナを超えた体制になってい

ます。お米、牛肉、あんぽ柿は全数検査、その他の食品も定期的な抜き取り検

査をすることで流通品の安全確保を保持。ここで大切なのが、一番まずいのが

汚染した食べ物、特に汚染のひどいものを知らずに毎日連続で食べてしまった

り、続けて食べることがよくないのです。逆に言いますと、ほんのちょっとだ

ったら、それというのは体への影響で出始めるのは数万ベクレル/㎏というオー
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ダー以上ですので、100とか500とか仮に入ったとしても続かなかったら問題な

いのです。そういうことが起こらないようにということで、抜き取り検査でも

連続的な汚染を決して起こさないようにというスタンスというのが我々の健康

を守ってくれているかなと思います。

〔スライド21〕

ここからちょっと細かくなり、あと、お時間がありますので大まかに図だけ

見ていきたいと思います。

測り方です。皆さんも御存じかと思いますけれども、一般的には刻んで所定

の容器に入れて測定器ではかっていくというわけなのですけれども、お米は専

用のベルトコンベアーつきの機械に入れて放射能をはかって、オーケーですよ

と検査が終わったものに対してはシールを張っているというのは皆さん御存じ

の通りかと思います。

〔スライド24〕

私も他県の恩師や知人にお米を送ったりするのですけれども、やはりシール

があると安心だねというのが、送ったときに今でも言われることがあります。

測っているということにお墨つき的なシールがあるというのは安心感のあらわ

れでもあるのかと思います。

〔スライド28〕

2012年、13年、14年と毎年約1,000万袋をはかっていますけれども、その中で

の基準値超えというのは、特に2014年に関しては自家米で2件出たことはあった

のですが、流通品に関してはゼロという値をできるようになっている。数値が

100以下で出ているものもあるのですが、逆に言うとしっかりとはかっている。

その低いレベルをちゃんと保持しているというあらわれでもあるかと思います

ので、農家の方にとって、そして、測定や流通に携わった方々に関してはもの

すごい労力とお金的にも時間的にも相当大変かと思うのですが、この５年間で

安心を付与する形にはなったのかと思います。

〔スライド29〕

こちらのほうは少し割愛させていただきたいと思うのですが、野菜、果物、

2011年度は赤い部分、オレンジの部分が基準値超え及びそれに準ずるものです。

若干作物においてはありましたけれども、昨年に関しましては、野菜、果物は

ほとんど０％、これは除染の力であったり、流通や測定の方々、そして生産者

の頑張りによって福島の食べ物は健全性が大分保たれてきております。

〔スライド30〕

野生のキノコに関しましては、まだ若干数％残っているものもありますけれ

ども、キノコは危ないというイメージも一部でありますが、95％ぐらいは汚染

のないものが出てきています。市販流通のものに関しては汚染がないので、食
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べて問題ありません。特に栽培キノコは安心して、ビニールハウスとかで育て

ているものに関しては福島産でも汚染が無いないということが言えます。

〔スライド31〕

水産物、特に養殖のほうに関しましては、ここ数年来出ていない。水産物も

含んでいるものが少なく、含んでいるものに関してはちゃんと流通されずにと

められているということが守られております。

〔スライド34〕

食べ物とか水について、ここも簡単にまとめておりますけれども、５年を経

まして確実に言えることとしては、水道水に関しても安心して飲めるような状

態になっています。

井戸水、川水、沼の水に関しましても、基本的には放射能的に問題はないの

ですが、ただ、土砂が流入しましてコーヒー牛乳みたいに濁っている場合、も

ちろんこれを飲むというのは衛生的にもよくないのですけれども、濁っている

場合は、それで作物を育てたりすると、万が一そこに放射性物質が結構入って

いる場合は数値的に影響することもありますので、泥々に濁っている土という

のは余り飲んだり、使ったりしないほうがよろしいかと思います。ただ、水道

水に関しましては、たとえ長雨があって浄水場に土砂が流入したとしても、ほ

とんどの放射性物質、セシウムというのは土に入っていますので、濁っていな

ければ数値的に出てきませんので、体的にも安全ですので、水道水は御安心し

ていただければと思います。

空気に関しましても、ほこりが舞ったとしても健康に問題のない放射能レベ

ルに低下しております。安心して深呼吸できます。これはいろいろなところで

震災直後から洗濯をしましてタオルとかを干していて、いわきであったり、郡

山であったり、福島であったり、会津であったりで干してみて、どのぐらい放

射性物質のちりがつくかとやっていたのですけれども、震災半年から１年を経

まして、１ベクレル/㎏とか０ベクレル/㎏、これは自然に存在するミネラルの

レベル以下みたいな状態ですので、安心して外干しして頂いて問題ありません。

確かに高額な機械とかを使うと放射能が０ではない数字が出ることはあります。

ただ大切なのは、その数値が健康に影響するレベルなのかどうなのかというこ

とを考えると、今、たとえほこりが舞った状態でも、福島県の立ち入りが制限

されている地域でなければ問題がない状態になっています。

土に関しまして、確かにマンホールの横であったり、ドブのところで一部放

射性物質のレベルが高いものが残っていることはあるのですが、ふだんの衛生

的な生活、例えば手や体や泥で汚れたらそのままにしないで洗う。口に泥や砂

が入ったら飲み込まずに出す。野菜等の土は落とすなどを心掛ければ、安全と

健康は十分確保されます。
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〔スライド35〕

あと、チェルノブイリと福島が異なる点です。チェルノブイリ事故は確かに

甲状腺がんを引き起こしました。ですが、福島とチェルノブイリで何が違うか

というと、放射性ヨウ素という震災直後に発生したガスによるの汚染の程度が

大分違いました。福島の値ですと100倍、1000倍、１万倍、そういった汚染をし

た牛乳や野菜などを知らずに、もしくは汚染しているとわかっているけれども、

当時のチェルノブイリ事故のときは政情的な不安もありまして、餓死するかこ

れを食べるかという危機的な状況も一部でありました。そのときにそういった

ものを食べてしまった方というのが、お子さんも含めてがんになられた方とい

うのが多かったのですが、幸い福島の場合はチェルノブイリの教訓がありまし

たので、食品等の規制が非常に早く行え、、牛乳や野菜もすぐとめたということ

があったので、一番の原因となる内部被ばくの量を抑えることができました。

ただ、健康診断を一気にやりますと、どうしても前倒しで将来何十年後かに

出てくるがんも見つけてしまうことがあるので、今、福島でも百何件見つかっ

ていますけれども、前倒しの発見であったり、測定器が30年前よりも相当進ん

でいますので、昔はセンチオーダーでしか見つけられなかったものが今は一、

二ミリでも見つかってしまうということで、そのあたりでがんの発見というの

が一部進んでいるところがあります。

〔スライド36〕

幸い震災後のここ５年間のデータを見ますと、我々の放射線の影響としては

限りなく少ないと判断できます。ただ、震災から避難、その後の困難な状況、

この５年間、皆さんは大変つらい思いを、今もされている方がいますけれども、

そういった激甚災害の後の体と心への影響というのは決して無視できないもの

があると思います。

今は健康診断の数が増加しています。そして、生活の質の変化などもありま

して、今は糖尿病の数が増えたり、心疾患、脳疾患が増えているという報告も

一部あります。これは阪神・淡路大震災のような激甚災害のときもありました。

そのように、どうしても放射線の影響だけというふうに結びつけられてしまう

ことはあるのですが、震災後の生活の質の変化、そして、健康診断の強制受診

というのはメリット、デメリットがあるのですが、早目に病気をたくさん見つ

けてしまうこともあり得るということは我々理解しておかなければならないか

と思います。今後どこかで、「やはり増えた福島のがん」など将来的には報道で

なされることもあるかと思うのです。ただ、それというのは本当に放射線影響

なのか、それとも健康診断の増加による一時的な発症数の増加なのか、またや

ご震災後の苦難などにより心身に影響が出て病気が増えている、等というのは、

我々も原因をしっかりと調べていく必要があると思います。
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〔スライド37〕

この後は付加的なものなのですが、最近、運動で約３年の寿命延長効果が、

台湾の太極拳をやっているたくさんの方のデータを見たところわかったという

ものがあります。これは、老いも若きも１日15分、または１週間90分の運動で

14％寿命が延びるそうです。福島の今回の事故で、最大に被ばくした場合とか、

もしくは心的な苦難を考えると、一説として最大で0.5％寿命が縮んでいるかも

しれないという話があります。－0.5％＋14％というと13.5％になりますので、

どうか皆さんとともに健康寿命を上げていけるようにしたいと考えております。

最後、雑多なお話になって、時間も相当オーバーしてしまって本当に申し訳

なかったのですが、以上で私のお話を終了したいと思います。

どうもありがとうございました。（拍手）

○司会（消費者庁・大浦）

佐瀬先生、わかりやすいお話をどうもありがとうございました。

続きまして、「学校給食用食材の放射性物質測定」と題して、福島市教育委員

会事務局保健体育課学校保健給食係係長本田博進から情報提供いたします。

○本田氏（福島市）

早速ですが、私からお話をさせていただきます。

御紹介にあずかりました、福島市教育委員会保健体育課学校保健給食係長を

しております本田博進と申します。よろしくお願いいたします。

私のところは学校保健給食ということですので、学校の保健に関すること、

学校給食に関すること、２つのことをやっているところでございます。

放射線関係につきましては、学校給食の測定はもちろんやっているところで

ございますが、学校保健のところですと、学校のプールの水の測定なんかも担

当しているところ。それから、保健の養護の先生が各学校にいらっしゃいます

が、各保護者さんから御相談を受けた際にお話をさせていただく機会も受けて

いる部署でございます。

そういった中で、今日は福島市の学校給食における放射性物質の測定の取り

組みということでお話をさせていただきたいと思います。

お手元の資料を使って御説明させていただきたいと思います。私のほうから

は主に２点、今、手元にある資料ということで、最初の裏表のものについては

測定の方法、それから、もう１枚につきましては測定の実績ということで２つ

についてお話をさせていただきます。

〔スライド１〕

まず、１枚目の資料をごらんいただきたいのですが、福島市には71校の公立
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の学校がございます。そのうち、給食センターが４つ、それから、自校給食、

単独給食校ということで25校あるようなところでございまして、学校給食の丸

ごと検査ということで４か所の給食センターと単独給食校の25校29施設で測定

をしているということになってございます。

機械のほうはこちらに書いてありますとおり、ベラルーシのATOMTEX社のNaI

シンチレーションを使っているということになってございます。

こちらの図にありますように、当日、業者さんが搬入した食材をその日のう

ちにはかって、児童生徒さんが食べる、小学校ですと大体12時20分、中学校で

すと12時40分ぐらいには昼食ということになるのですが、それよりも前、小学

校が終わる、授業が終わって食べ始まる前までに測定を完了するということで

やっていることになります。

こちらにつきまして記載のとおりでございますが、学校給食で使用する食材

を丸々２食分、調味料は除いておりますけれども、容器に詰めまして測定する

のが１つ。それから、学校給食に使う食材、例えば福島県でとれた野菜とか肉

とかについて、これは測定したほうがいいのではないかというものについて時

間の許す限り、二、三品程度になりますけれども、毎日測定をしているという

ことになります。

対象の放射能でございますが、セシウム134と137ということで対象にしてお

ります。

次に、検出の下限値でございますが、セシウム134、137それぞれ10ベクレル/

㎏ということで、一般の流通食品が100でございますので、それに対してそれぞ

れ10、10ということで測定をしているところでございます。

こちらにつきまして、毎日この図にある測定器NaIシンチレーションを使いま

して測定をしているという実態でございます。

〔スライド２〕

実際、後ろのページを見ていただきたいと思うのですが、こちらが東部学校

給食センター、福島市にあるところなのですが、ここにもNaIシンチレーション

が２台置いてあります。ですので、学校給食の丸ごと検査を実施したり、それ

から、単品のサンプルを測定したり、さらには給食で確保する福島市内産のお

米、こちらについても東部学校給食センターでは測定をしているということに

なっております。

毎日、この左にあります一覧表に各給食センター、単独校で測定員さんが測

定した結果をこちらに記入しまして教育委員会に提出するというのを、ほぼ12

時までに完了するということをやっております。もしこちらで何か測定器にひ

っかかって10ベクレル/㎏以上のものが出てきた場合には、そのタイミングによ

ってはその食材を使わないという対応をとります。もし調理が進んでそのもの
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を使って調理してしまった場合については、それらを含んだおかずを提供しな

いということでやっております。その際には、福島市におきましては緊急用の

レトルトカレーのほうを各学校給食センターに配置しておりますので、そのレ

トルトカレーを昼食のときにおかずとして主食である御飯、タイミングによっ

てはパンのときもありますが、それを食べていただくということで、防災の観

点からもそういうものを備えているということになってございます。

そのような取り組みで毎日学校給食をお子さんが食べる前に測定をしている

という形になります。

〔スライド３〕

実際、右側の表のほうをごらんいただきたいと思うのですが、これが平成24

年度、25年度、26年度の福島市の結果でございます。丸ごと検査といいますが、

一番上、給食食材全体でございますが、年間で約5,400検体ほど測定いたします。

それから、食材のサンプル、給食センターと単独校でございますが、合わせま

すと約１万2,000くらいのもの、当初の24年度は少なかったのですが、だんだん

ふやしていきまして、年間で大体１万2,000、3,000くらいの検体を測定すると

いうことになってございます。

さらに、お米のほうも700検体、800検体を測定するという取り組みをやって

いるところでございます。多分、皆さん一番知りたいのは、実際、福島市は10

ベクレル/㎏未満のものを提供するということでやっておりますけれども、給食

丸ごと検査で、給食２食を丸ごとする検査において10ベクレル/㎏以上出たこと

はないということになります。つまり、それが原因で給食をとめたということ

は一切ないということになります。

ただし、食材において10ベクレル/㎏を超えたものはあります。そのものが、

先ほどお話をさせていただいたように、測定した結果が出た時点で既に調理を

しているものも含めておかずになってしまっているという場合には、そのおか

ずをとめたということでレトルトカレーを出したという実績はございますが、

こちらは後ほどゲルマニウムのほうの半導体検出器で測定しますと、11とか12

という数字で出てくる場合がありますけれども、あくまでも一般流通は100でご

ざいますので、10を超えたとしてもそう問題ではない値なのかというふうにと

らえております。

ただし、福島市としては、やはり10未満のものを提供するということでお約

束をしておりますので、出たという実績があれば保護者様には出ましたという

ことで、その日の給食の提供がこういうふうに変わりましたということで御案

内を申し上げまして、その後に精密にはかった結果を保護者様にさらにお知ら

せして安心していただくというような体制で、測定の体制が整って以来一日も

欠かさずこの測定を毎日続けて測定結果をホームページに掲載しているところ
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でございます。

おかげさまでこの取り組みをしているおかげでしょうか、現在、給食のこと

で不安という形の問い合わせをいただいていることはないということ、それか

ら、以前は福島の給食は不安だということで給食をとらない、牛乳を飲まない

というお子さんもいらっしゃったのですが、もうほとんどいないということに

なりますので、やはり大分御理解いただいているのかということで感じており

ます。

先ほど先生からのお話もありましたとおり、全袋検査ですとか、それをいろ

いろな部署で測定した結果、いろいろな情報が保護者様にも入ったりしまして、

やっていないよりはやっているほうが安全でしょうということ、それから、毎

日欠かさず提供しているということ、その積み重ねがこの給食を食べないとい

うことがだんだん減ってきた結果につながっているのかというふうに思ってお

りますので、福島市としましては、この検査をなるべく続けていきたいという

ふうに考えているところでございます。

福島市の取り組みにつきましては、以上、簡単ではございますがお話をさせ

ていただきましたので、後ほどまた皆さんとお話をさせていただく中でいろい

ろお話をさせていただきたいと思います。

以上で福島市の取り組みについてお話をさせていただきました。

○司会（消費者庁・大浦）

ありがとうございました。

福島市からの情報で追加の情報提供がございます。

○渡邉氏（福島市市民部生活課）

福島市で生活課長をしています渡邉と申します。

皆さんの手元に「ホールボディーカウンターによる内部被ばく検査の結果を

お知らせ」ということで一番上にありまして、６枚つづりのものがあるかと思

います。それをごらんいただきたいと思います。

原発事故以降、福島市においても放射能に関しましてさまざまな取り組みを

行ってまいりました。現在の状況といいますか、データ的なものを若干ごらん

いただければということで持ってきたものでございます。

まず、１枚目のホールボディーカウンターによる内部被ばく検査の関係でご

ざいますが、27年10月末現在ということで、検査対象者数28万4,138人のうち、

検査人数が13万1,393ということで実施しております。

検査結果ということで下のほうに書いてございますけれども、預託実効線量

につきましては全員が１ミリシーベルト未満ですというようなことで、医師と
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か放射能対策アドバイザーというのがございますけれども、その方々で組織し

ております福島市の健康管理検討委員会からは、健康に影響を与えるような数

値ではありませんよというようなことで判断をいただいているところでござい

ます。

２枚目につきましては、その前の年の結果でございますので、ごらんいただ

ければと思います。

２枚目の後ろにつきましては、直接内部被ばく等ではなくて外部被ばくのガ

ラスバッジ関係でございます。これもごらんいただければと思います。

３枚目でございますが、福島市産農産物の放射性物質の検査結果ということ

で、昨年の４月から11月分までの結果でございます。検査件数が173品目で１万

7,750件ということでございまして、中ほどの表に結果がございまして、１万

7,750件のうち20ベクレル/㎏未満につきまして１万7,728ということで、99.9％

で、あと20から30ベクレル/㎏が18件、30.1から50までが３件、50.1から100の

間が１件ということで、ほとんどは20ベクレル/㎏の部分になっているというよ

うな状況でございます。

なお、自分でつくったものとか人からもらったものなども心配だなというよ

うな場合につきましては、市内のほうに19台ほど検査機器を準備しておりまし

て、そこで皆さんにはかってもらうこともできるようになっております。

４枚目につきましては、先ほどもございましたが、米の全袋検査の結果でご

ざいます。昨年の８月から新米が出始めまして、これは12月７日までの検査結

果でございます。総袋数見込みにつきましては、31万5,000袋ぐらいということ

で予想しておりまして、この時点で検査をしたのが31万3,437袋でございまして、

25ベクレル/㎏未満につきましては31万3,418袋ということで、これにつきまし

ては99.99％というような状況になっております。25から50の間が19袋あったと

いうようなことでございます。

５枚目と６枚目につきましては、飲料水、水道水の検査の結果でございまし

て、５枚目につきましては、市のほうで実施しておりまして、福島市では土湯

地区、高湯地区、茂庭地区、摺上川ダムの４か所の取水水の測定を行っており

まして、これにつきましては、水約２リットルをすりかみ浄水場に設置してあ

ります測定器に直接入れてはかっております。その結果につきましてが５枚目

でございます。

６枚目につきましては、国の基準というのがございまして、これは方木田と

いうところにある測定所でございますけれども、１日1.5キロの飲料水を採取し

まして、１か月分をまとめて蒸発、濃縮した後にその残留物を測定した結果で

ございます。

５枚目につきましては、ほとんどNDというようなことで、６枚目につきまし
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ても数値はかなり低いものとなっております。

以上が現在の福島市の状況でございます。ありがとうございました。

○司会（消費者庁・大浦）

どうもありがとうございました。

以上で基調講演と情報提供は終わります。

ここで休憩時間をとりたいと思います。それでは、約10分の休憩をとりまし

て、再開をこちらの時計で３時15分からとしたいと思いますので、３時15分ま

でに皆様お席のほうにお戻りください。よろしくお願いいたします。

（休 憩）

○司会（消費者庁・大浦）

お時間となりましたので会を再開いたします。

ここからは皆さんと佐瀬先生、さらに行政担当者などを交えた意見交換をし

たいと思います。

なお、本日は佐瀬先生からお菓子の差し入れをいただきました。先ほどの休

憩時間に皆様のテーブルにお配りしております。先生、ありがとうございます。

皆さん、ぜひお召し上がりながら少しリラックスした気分で御参加いただきた

いと思っております。

先ほど皆様の自己紹介等の御発言を受けまして、また、先ほどの情報提供を

受けまして、皆様の質問や思いついたこと、地域の中で感じていることなど何

でも構いませんので、御質問や御意見等、御発言等をいただければと思ってお

ります。

また、ここから参加いたします行政担当者への御質問でも構いません。

それでは、ここからの進行は、一般社団法人福島県環境測定・放射能計測協

会事務局長、菊池美保子様にお願いしたいと思います。

それでは、よろしくお願いします。

○菊池氏（コーディネーター）

協会の名前が長く、何をしている協会なのかわからないと思うのですが、福

島県内で水質の検査や大気の検査などをしている同業者の皆さんで40年ぐらい

前から活動している協会です。震災後に一般社団法人化しましたのは、昔から

活動をともにしてきた皆さんと放射能について、もっと精度管理を良くしよう、

どんな形で皆さんに理解していただけるかということなどの活動をしています。

実は本日ご参加の保育所の皆さんにはいつも大変お世話になっているのです
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が、東浜町にあります環境分析研究所というところで子供たちの尿検査である

とか、プール水の検査であるとかをしており、市内に住んで市内で生活をして

いる者として、今日は参加させていただいていますのでよろしくお願いします。

中身としまして、まず、先ほどお話をいただいていて、いまだに水を飲めな

いお母さんもいらっしゃったり、県産品が食べられないかなとか、そういうと

ころや質問事項の中にありました、お魚についてというようなことも、先ほど

出なかったのですが書いてありましたが、阿部さんのほうでは、お魚とかをど

ういうふうに思っていらっしゃいますか。

○会場（阿部氏）

実際、保育園では、使う量とか大きさとかは変えていないのですが、海の底

のほうにいるヒラメとか骨まで食べるような魚とか内臓を食べるような魚とか

は、汚染水が海のほうに流れているとかというのを聞くと不安はあります。

○菊池氏（コーディネーター）

皆さんも同じでしょうか。では、今、福島県沖のお魚とかがどうなっている

かを、そうしましたら、岡部さんがよろしいかと思うのですが、福島県沖のお

魚とか、今、流通をしているお魚について教えていただけますか。

○岡部氏（福島県）

水産物専門ではないのですけれども、概況といたしまして、福島県沖につき

ましては、皆さんよく試験操業という言葉をお聞きになられるかと思うのです

けれども、海域等を制限しまして、現在、試験操業しております。試験操業さ

れた中でも、その中の一部、出荷制限のかかっていないものが試験的に販売さ

れているというのが現状です。ですから、海の底のもののような魚等につきま

しては、試験操業等でモニタリングは行いますけれども、一切流通等はしてお

りません。

現在、国で100ベクレル/㎏という基準値がかかっているのですけれども、試

験操業で販売されております水産物等につきましては、それよりも厳しい業界

の自主基準値を設けまして、それ以下のものでなければ販売しないということ

で水産組合の自主検査をクリアしたもののみが販売されている状況になってお

ります。

○菊池氏（コーディネーター）

農水の吉岡様、つけ足しで何かあれば。
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○吉岡氏（農林水産省）

漁業者の方々はすごく神経を使っていらっしゃいます。やはり、そういう基

準値を超えるようなものを消費者の方にお届けするということはいけないこと

だし、それは産地としての自分たちのプライドということもありますので、す

ごく気をつけてやられています。

なぜ試験操業をやっているかというと、高いかもしれないということで測ら

ないままでいたら、いつまでたっても濃度のレベルがどこまでかわからない。

だから、それは仮に高かったとしてもちゃんと定期的にモニタリングをするこ

とによって下がってきているとか、どれくらいまでなのかとか、いろいろなこ

とを考えるために試験操業をやっています。

今、お話があったように、試験操業をやってそこで調査をしたやつの中でち

ゃんとクリアしているものの一部が出荷をされておりまして、御心配のような

ものというのは、国のほうで出荷制限がかかっているものは当然出荷されてお

りませんので、流通しているものは安心して食べていただければと思っており

ます。

○菊池氏（コーディネーター）

皆様から御質問はありますか。大丈夫ですか。

魚については、今、流通しているものに関しては食べても大丈夫ということ

で、これから福島県沖が徐々に出てきたりということはもう少し時間がかかる

かと思いますが、提供するというのは、大丈夫なのではないかと思います。

次に、水とかお茶とかという話も先ほどあったのですけれども、いまだに水

道水は飲んでいらっしゃらないという方は手を挙げていただけますか。皆さん

は大丈夫ですか。

そうしましたら、保護者に持たせられて、必ずこのお茶を飲みなさいとか水

を飲みなさいという保育園のお子さんがいるところはありますか。

では、その辺で、佐瀬先生、水のお話をいただければと思います。

○佐瀬氏（自然科学研究機構）

水に先駆けまして、お魚と水の両方をお話しさせていただければと思います。

お魚に関しまして、実は恥ずかしい話、私の実家は会津にあるのですけれど

も、私の母は、以前汚染水のニュースがあった１週間ぐらいは魚を食べないこ

とがありました。大丈夫だよと言っても、気分的においしく感じないから、大

丈夫かもしれないけれども食べないと。どうしてもイメージというのは、基準

値とか数字だけではなくて、おいしく感じないとかそういうのもあるので、た

だ、それというのは、そこを無理強いして無理やり食べるとかというのは難し
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いのかなと思います。

ただ、試験操業においてもしっかりと測っているということは情報として広

めていく必要があると思います。自身の漁協さんのところで数値が出たものが

流通したといったら、本当にそれはイメージダウンになります。しかし吉岡さ

んがおっしゃったように、生産者の方はプライドを持って本当に涙ぐましい努

力を為されております。これはお魚だけではなくて農作物全般に関してされて

いるのですけれども、それを知りつつ、でも、どうしても食べたくないという

方を無理強いすることはできないですが、情報としてしっかり市販で売られて

いるものに関しては安全性は確保しているみたいだよという話をしながら、強

制はしないけれども情報の提供をしていくのが必要ではないかと、地元の仲間

であったり、私の家族であったりを思いながら感じました。

水に関してもまさに同じで、実は、私が携わってお話をする過程で、いまだ

にミネラルウオーターを使って洗濯の最後のすすぎを、物すごいお金がかかる

けれども、これは私のプライドでやるとか、家族を守るためにされている方が

いらっしゃいます。それが本当に趣味的にミネラルでという感じでされている

のか、それとも悲痛な感じでされているか、どうしても悲痛な感じでされて、

金銭的にもしんどい感じらしいのです。こういった場合、実際に今、水に危険

があるとしたらどういうときかというのをその方とお話しして、当初、震災が

起こったばかりのときは放射性ヨウ素という、セシウムよりもとらえるのが難

しい物質がばっと出て、ガス状になったもの、もしくは粒子状になったものが

浄水場に入ってしまって、それが一部東京を含めて福島県でも数字が出たこと

があったのですが、幸いその出た物質というのは半減期と言われる寿命が非常

に短かったために１か月を過ぎてからはほとんど検出されなくなった事実があ

り、今、問題となるのはちょっと寿命が長い放射性セシウムという粒々のもの

が井戸水とか沼の水とかそういう場合はあるのですけれども、現状ではどう考

えても科学的にも放射性ヨウ素が水道水に入ることはないのですよということ

を図を使って、あと、浄水場の図を使って実際にはかっていますよというのを

お話しして、逆にミネラルウオーターでどこから来たか素性がわからないもの

のほうが、例えばお子さんに飲ませるときに、特に赤ちゃんに飲ませるときは

ミネラル過多で腎臓に影響が出てしまうことなんかもありますので、そういっ

た幅広い事例等、怖いからあきらめるのではなくて、ちゃんとそこを怖がらず

に科学的にミネラルウォーター等が本当に安全なのか、それとも水道水が本当

に危険なのかというのを目をつぶらずに、怖がらずにそこを比較してやってみ

ましょうというので、すごい時間がかかったのですが、幸い洗濯物からのミネ

ラル水利用は脱却したというお話もありました。

ただ、飲み水とお米を炊くときだけは癖になってしまったから続けますとい
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う方がいらっしゃるのは事実なのですが、そのあたり、もう大丈夫と言っても

心配な方というのはすぐには難しいかもしれないですけれども、一歩一歩なれ

るところから、水の何が怖いのかではなくて、原因は何か、その原因が除ける

ようにということを少しずつ急がずに進めていくのが、お魚もお水も必要なの

かというのは日々思っております。

私自身はがんがん井戸水も、山に登っても沢水も飲んでしまうのですけれど

も、後から測って、やはり大丈夫という、その２つがあるのです。なので、測

ることが大切ですね。

ただ、実際に自分が測らなくてもいろいろなところで、県であり、国であり、

自治体であり、流通の方でありが測っているということを周知し、安心して生

活していくのがよろしいのかなと思っています。

○菊池氏（コーディネーター）

今のお話を聞いて、安田様、お水としてどうでしたか。

○会場（安田氏）

家庭訪問をさせていただく機会があるのですけれども、やはり訪問させてい

ただいたおうちにはミネラルウオーターが常備されていたりという家庭も中に

はいらっしゃるので、そういう方々というのは水に対して今でも不安を持って

いるかと思うので、そういう方々に会ったときには、今、先生がお話しされて

いたように、丁寧に一つ一つ説明させていただいて、今でも福島の水は安心だ

ということをその人が納得していただけるまで説明していけたらと思います。

○菊池氏（コーディネーター）

ありがとうございます。

実は、私の会社でゲルマニウム半導体検出器を入れたときに最初にやったの

は蛇口の水を測ったことなのです。一応検査に携わっておりますが、１児の母

なので、「この水は大丈夫なのか？」というのがまず一番心配でした。そこから

蛇口をジャーっとやって測ってみて、申しわけないのですが、県からあのとき

毎日データが出ていましたけれども、それはうそだと思っているお母さんも当

時はいっぱいいたのです。ただ、そこで測ってみたら同じ値だったので、そこ

からすうっと不安が消えました。県が発表しているのは同じ値だし、私が測っ

ても同じだったのだということがそこでわかってから、どんどん放射能とかに

対しての考え方を変えていったというところがありますので、「測定の値は、同

じなんだってよ」とお母さんたちに言っていただき、「県の値も間違っていない

のだって」ということを伝えていただくことから始めていただくとわかりやす
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いかと思います。水道水に関しては本当に50項目とか他の違うこともいっぱい

測って水道水として出てきていますので、もしかしたら安くてどこの製品かわ

からないお水よりも他の成分などでも安全だというところでいけば全然差があ

ります。その辺もお伝えしていただければと思います。

先ほど、そう言えば、佐藤さんから山に入らないように何か規制できないの

かということがありましたが、もう一度お話しいただけますか。

○会場（佐藤氏）

これはタケノコとかもそうだし、今はタケノコは大分落ち着いてきています

けれども、コシアブラなんかはかえって年とともに下がってくるよりも逆に上

がってきたりする数値なんかも検査の中で目にしたりして、そういった不安と

かがとてもあるのです。ただ、やはり、前に相馬で坪倉先生が、実際にホール

ボディーカウンターで高く出た人は、結局そういったものを採って食べていた

人だということを発表もしていると思うのですが、季節の風物詩ということで

山菜とかキノコ類とか、そういったものというのはどうしても、特に高齢者と

言っては失礼なのですが、そういった方とか、あるいは、自分の後ろに山があ

る方とか畑を持っていらっしゃる方は、だんだんと今は落ち着いてきていると

思うと、採って食べてしまうのですね。ですから、来た人には出荷制限で摂取

も制限ですとかというお話はできますが、正直言えば、俺の家で採ったのを俺

が食べてなぜ悪いという方もたくさんいらっしゃいます。その金を補ってくれ

るのかと言われたこともあります。

でも、そうやって自宅のとか福島県の方だったらまだわかるのですけれども、

福島の中のであればとにかく高いからやめてと言えるのですが、ところが、県

内でだめなら県外から採ればいいというふうに、近くの都道府県の山とかに行

って採ってこられて、それを持ち込んで測られる方が年に数名いらっしゃいま

す。徐々に減ってきていますが。そうすると、四桁までは出ていませんが、山

菜、キノコでも三桁ぐらいの数値は結構出ることがあります。

ですから、それを検査に来た方にはこれだけ出ていますとはっきり言って、

確かに１キロは食べないけれども出ているのですよとは言えるのです。そうす

ると、その方は、わかった、我慢すると言うけれども、ある意味、そこの都道

府県でそれが出荷制限になっていないものであれば、みんながみんな検査する

わけではないので、その地域の方や、あるいは県内から行った人が採って食べ

る可能性は大いにあると思うのです。そういったことを防いでほしい。

そのためには、例えば各山にはそういった（放射性物質濃度が）高いのだか

ら絶対採ってはいけませんとか、そういった立て札なりなんなり、そういう発

信をしていただきたいということは感じております。
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○菊池氏（コーディネーター）

今日、隣の県から参加してくださっている都丸さん、県内ではどういうふう

ですか、皆さんの一般的なお話でも構いませんが、他県ではどんな感じですか。

特に栃木県はキノコをたくさん、チチタケとかあの辺をとって秋口は食べると

思うのですけれども、いかがですか。

○会場（都丸氏）

私、直接の消費生活センターで栃木県でも自家消費の食品については、持ち

込みしていただいたものは検査をさせていただいているような状況もあるので

すが、件数はだんだん減ってきているのですけれども、今でも継続しておりま

す。

具体的に、今、お話のありました立て札とか、採ってはだめですよという現

場で対応するというところについては、この場で情報提供できるデータがない

のですけれども、やはり食品を持ち込んでいただいた方には丁寧に担当が説明

をして納得していただけるようにしているのですが、今、お話のあった、採る

山であるとか、そういうところで採ってはだめですよという対策については、

ここでは申し上げるものがなくて済みません。

○菊池氏（コーディネーター）

大丈夫です。

では、吉岡さん、農水として。

○吉岡氏（農林水産省）

私たち行政の仕事というのは、国民の健康保護が第一だということなのです。

ですから、先生のお話があったように、１万ベクレル/㎏だとか、10万ベクレル

/㎏ともし出ていたとすれば、とにかくその情報をすぐ隣の県に伝えて、エリア

を特定して出荷制限とかをかけてくださいというふうにするのです。ただ、今

のお話で三桁が出ることがある。では、三桁ですぐに健康影響が出るかどうか

と言われると、そこは科学的に言えば、それを１回食べたからどうこうという

ことにはならないので、そういうことまでどうこうということにはなかなか行

政としてはできないと思います。

ただ、それが食品衛生法上の基準値である100ベクレル/㎏を超えるものであ

れば、もしそれをとって売ったりして流通させると、それは食品衛生法の違反

になりますから、ぜひ県同士で情報提供をしていただければというふうに思い

ます。
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先ほど、なかなかそういうことを外に出していっていいものかどうなのかと

いうお話がありましたけれども、基本的に大事なのは、健康影響があるのだっ

たら、とくにかくすぐ伝える。むしろ公表しないと危ないですから。でも、そ

うでないのであれば、そこのところはまず行政同士でしっかり話をしていただ

きたいというふうに思います。

それから、佐藤さんもおっしゃっていましたけれども、自家消費ということ

なので、しかも季節的なものですから、どれくらいの量を食べるのか。それを

食べたときに健康影響があるのかということを考えると、そこは落ち着いて考

えるということだと思いますし、私たち行政がやることというのは、野生の山

菜とかキノコには高いものがあるから気をつけましょうねということを一生懸

命伝えるということではないかと思います。

○会場（佐藤氏）

そこでですが、正直、たまたま持ってこられたのが三桁であれ、その前の年

は四桁出たとするのです。だから、そういうふうになると、採る地域によって

あれなのですが、出荷するもの、流通するものに対してはモニタリングのほう

もあれなのですが、自生のものに対してのモニタリングの検査とかはどうなっ

ているのか。

それと、県境というのはどこかと結構入り組んでいますよね。そうなった場

合に、福島でも本当に県境に近いところでは、昨年の秋にとったキノコなんか

では四桁が結構な数で出ているのです。1,000、2,000、そんなのがざらで、中

には4,400、4,500なんていうのも実際に出ているのです。そうなると、そうい

ったものが軒続きではないけれども、そういった隣の都道府県のでどうなのか。

だから、その辺もどういうふうにしたら消費者の方というか住民の方に御理解

して採らないでいただくような方向に持っていけないものなのかということは

考えます。

それと、万ベクレルとかではないから、確かにそれで即座にということでは

ありませんが、例えば基準値を超えたものを長らく食べれば、それは害になる

のではなかろうかと考えているのですが、その辺はどうでしょうか。

○菊池氏（コーディネーター）

では、その辺について先生から、基準値が高いものをどのぐらい食べるとか。

○佐瀬氏（自然科学研究機構）

日々測定されて、実測の値を御存じで、これはとお思いのお話が非常に伝わ

ってまいりました。
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実は、私、測定の仲間が長野県の信州大学にいるのですが、ここから数百キ

ロ離れた長野でも、少量ですが今でも基準値超えのものが出ます。キノコであ

ったり、コシアブラなど。言わずもがな、茨城県、栃木県、岩手県、宮城県を

含めても、探せば出ることは出るのです。確かに数字を見て、四桁に行った。

これは何とかしなければと。実は、私もいろいろなところの測定をしまして、

私が食べたキノコがウン万ベクレルだったことがあるのです。「おー」とか思っ

たのですが、ただ、キノコを１キロ食べるというのは、実際有り得ないので、

私が食べたときは150グラムぐらいだったので、トータルでは1,500ベクレルと

かを食べていたのですけれども、そのとき、それは震災の１年以内のときに、

これは汚れているかもしれないけれども捨ててしまうという話を農家の方とし

ていて、「いや、一緒に食べましょうよ」と食べたのがそのときの値だったので

すが、先ほど吉岡さんからもお話がありましたように、私は放射線防護の立場

としまして、あと、農家のキノコを採ってきてくださった方、その方がこれを

売ろうとしていたら私も絶対にとめます。毎日食べるといってもそれもとめま

すけれども、ただ、やはり季節物で「俺、食べたいんだよな」といったときは、

正直、今の100ベクレル/㎏の基準値ですと１年間当たりだと大体７万5,000ベク

レル/㎏が我々の許されている食べしろです。更にがんの割合が0.5％ふえるで

あろうというのは、700万ベクレル/㎏食べた場合です。。途方もない数字に感じ

るかもしれませんが、実際そのような汚染状況で食べたのがチェルノブイリの

方々でがんになられた方なのです。

となった場合、確かにホールボディーカウンターで２万ベクレル/㎏の方が見

つかった、５万の方が見つかったといったのですけれども、正直、私は、そん

なにやり玉に上げなくて、お父さんがイノシシをこっそり食べていたのは許し

てあげてというのは個人的にはちょっと思ったのです。管理されて、特にチェ

ルノブイリの場合はトナカイをどうしても食べたいというラップの方とかが、

１万までだったら食べましょうとか３万までは食べましょうというのがある程

度許容されてなったのですけれども、日本の場合はどうしてもそこまでは、７

万までは食べていいですよと、どうしてもこれは専門的にも行政的にも言えな

いところはあったのですが、ただ、そこを重々納得されて自家消費するのであ

れば、私としては、そこは、もちろん知らずに長期摂取は絶対にだめですけれ

ども、ありなのかなと。

あと、あなたの山は300ベクレル/㎏と500が出ましたので看板を立ててくださ

いといったら、それで物すごく嫌がられると思うのです。どうしてもそのあた

り、実際に調査というのは、我々の公に目には入ってこないのですが、厚生労

働省さんのホームページとか各県のページに行くと出荷制限、さらにもう少し

汚染が高いと摂取制限というので、どこどこの町の何々茸、どこどこの町のコ
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シアブラ、タラノメというのは、それが見つかっているところというのはほぼ

必ず制限が出ているのです。ただ、やはりそれを公にすると、福島県の皆様は

御存じかと思うのですけれども、コシアブラ１個出ても、お米とか山菜以外で

も果物さえその土地で出たものというのは値段が完全に崩れてしまったり、も

う何も買ってくれなくなったりするのです。実際のリスクと周りへの波及を考

えると、新聞全体とか回覧板とかでここは出ましたよと、10万個のうちの１個

が出たときにするよりも、自治体で流通しないようにというふうにすることと

いうのが、ある意味合理的であり、仕方ないところなのかなとは思うのです。

○会場（佐藤氏）

私もその辺で行政側のところとすると、どこまでを言っていいものか。ただ、

基準値超えを食べていいですよとは言ってはいけないというように言われても

おりましたので、その辺のジレンマはあります。

○佐瀬氏（自然科学研究機構）

私も、これはお答えになるか、個人的な意見も入るのですが、正直、本音と

建前といったところで、御不安に思われていて、これはどうだろうかという方

には、もちろんちゃんと正直にその値と解釈は伝えるのですけれども、我々が

生活する上で天然の放射能というのは今迄もこれからも摂取している事実があ

ります。今、天然と人工は別だとおっしゃる方もいらっしゃるのですが、ただ、

現実をしっかり見てみると放射線を出しているのは両方同じなのです。ベータ

線とガンマ線というのは天然であろうと人工であろうと出る。逆に言いますと、

天然であってもたくさんあったら怖いのです。毒キノコと同じです。天然でも

毒は毒なので、そこをしっかりと見据える必要があります。人工の放射性物質

による汚染があったとしても、それが体に影響しないレベルに関しては、実際

に出荷とかしないのであったら、少量の自家消費であればある程度許容してい

いかなというのはちょっと含みを持って、もちろん自治体の立場であったり、

専門的な立場でそれを公に言うことはできないかもしれないですけれども、体

のことを考えたり、楽しみのことを考えたら、一つの私の意見ですけれどもと

いうのでは御提案してもいいのかなとは思います。

○会場（佐藤氏）

私自身も管理栄養士という立場でいろいろと考えていたので、正直、余り放

射能のものに対して過敏にはなっていなくて、地元のものばかりしか食べてい

ないのです。私は福島の作物に自信を持っていますから、他県に行ってもそう

言っています。
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ただ、やはり中にはそうでない方もいらっしゃったりするし、今、一番困っ

ているのが、出荷制限の物を流通はさせないけれども、逆に生産者が出荷制限

で流通できないから人に譲ってしまうのです。ただであげる。そして、それを

また検査に来るのです。そういったものというのはどうやったら止められるの

かという、でも、くれる側に言わせれば、ただでくれているのなら文句あるの

かですよね。流通ではない。でも、私はくれるのも流通なのですと言っても、

もらったほうは、「だって、もらったんだもん」と。だから、その辺の一般の人

との見解の相違というものがなかなか乗り越えられないというのが自分にとっ

てすごい辛いところでもあります。

あと、私も調理の仕方によってどれだけ減少するかとかということもお話し

しながら、「ぶっちゃけ、私個人的には食べてしまいますけれどもね」なんて上

司に聞こえない程度では言ったりしているのですが、そういったところで現実

的に住民の方々の感覚というものをもうちょっと行政レベルのほうでもくみ取

れればなとは感じております。

○菊池氏（コーディネーター）

ありがとうございます。

先ほど自然核種のお話を先生がされていましたけれども、福島県は鉛とビス

マスという、それは、皆さん、ラドン温泉とかは御存じかと思いますけれども、

その辺からどんどん来ていて、鉛とビスマスが井戸水から出たりするのです。

弊社で測ったときは300ベクレル/㎏とか出たりしたのですが、それでも自然核

種は16分とか19分とかという半減期が短いもので、すぐなくなるから飲んでも

大丈夫ですというお話を聞いたり、あと、ポテトチップスみたいなああいうの

を使って、精度管理をさせていただいたときがあるのですが、あれはカリウム

が実は400ベクレル/㎏入っています。測ってみたら自然核種が結構入っている

ということです。ただ、お母さんたちは、「自然は許せるけれどもね」というお

話になってしまいます。それでも同じ放射線を出す放射能の力がある食べ物が

400ベクレル/㎏あるものを私たちも何十年も食べてきていたというものだとい

うこととかもちょっと話題にしていただけると、ああ、そうなのだと思ってい

ただけるのではないか。だからといって、ポテトチップスを食べないというふ

うにではなくて、そういう方向ではなくて、「そういうのもあるのですって」と

いうようなことも伝えていただけるといいのかなと思います。

次に、お時間が余りないので、先ほど佐藤さんから、今後、県外から県内に

戻ってこられるお母さんたちにどういうふうに説明したらというお話をしてい

たかと思うのですけれども、その辺どうでしょうか。
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○会場（佐藤（美）氏）

私、この27年度の４月から放射線健康管理課に異動になりまして、山形とか

県外に避難されていた方が戻ってきて、皆さん心の中で折り合いを何とかしな

がら、家族で話しながら何とか戻ってきている方々なので、震災直後の福島の

情報で止まっていることが多いのです。なので、その方々が今度改めて御近所

のお母さんとか、元のママ友に、一体洗濯物をどうしているのとか、買い物は

県外産か、県内産かとか、いろいろ生活の中の疑問点があるようなのです。た

だ、それを御近所の方に表立って相談するのは、御近所の方は聞いていただい

て全然大丈夫な状況なのですけれども、戻ってきたお母さん方が話すのに抵抗

があるようなので、今、NPOの福島子育て支援センターさんのほうで県の委託を

受けてママカフェというのを県内各地で開催されていますが、そこの福島市さ

んにうちの課と健康推進課のほうの保健師でお邪魔させていただいて、お母さ

ん方が子供さんを遊ばせながら支援員の方々と遊んで、その場だったら放射線

の話が表立ってみんな不安に思っていて帰ってきた方々なので、この場だった

らいろいろ疑問に思っていることをお話しできるということで、月１回集まり

の場を福島子供支援センターさんにつくっていだたいて、そこで子育て支援セ

ンターさんの保育士さんたちが子供さんたちを見ながら、お母さん同士グルー

プミーティングを毎回している中で、やはりいろいろお話が出ますが、その場

で即答で科学的なデータとか、今、こうしているよとかと断言してしまうと、

お母さん方はその後話ができなくなってしまうので、そこは今日のテーマでも

ありますリスクコミュニケーションだと思うのですけれども、その時々の状況

でお母さんたちの話を一旦受けとめて、「そうだね、その辺心配だよね」と共感

しながら、３か月、半年、１年かけて、では、そろそろどうなのか、こういう

情報もあるし、こういう勉強会もあるし、こういう講座もあるし、こういう佐

瀬先生の体験型の講座もありますよ、ということを時間をかけて丁寧に情報提

供しながら対応しているのが現状です。

あと、先ほどのキノコの話もそうなのですけれども、やはり同じくリスクコ

ミュニケーションだと思うのですが、きっと立て札を立てても、あのキノコが

大好きな高齢者の方とかはどこまでも入っていってしまって、実際食べていま

す。ただ、食べた後、やはり気にして内部被ばく検査を受けにきてくださって

いるのです。なので、各市町村でそこは保健の担当が対応しております。私も

まだ対応しているのですが、内部被ばく検査で「あっ」という値が出るのです

けれども、大体春と秋なのです。山菜を食べたか、キノコを食べたかなので、

その辺、再検査を勧めながら、来てみましたけれどもどうでしたかということ

で、やはりちょっとねという話で。
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○会場（佐藤氏）

軽く反省というやつですよね。

○会場（佐藤（美）氏）

反省はしていないです。そこは預託実効線量を、やはり１ミリシーベルトは

超えない値ですので、食べてもそういうわけで、何キロも一度に食べるわけで

はないので、そこは御本人様のQOLとあわせて、75で奥さんが亡くなって一人で

楽しんでキノコ採りに仲間と行って、そこはおいしく炊き込みご飯にしたりし

て召し上がっている部分もあるので、わからないで食べている方にはきちんと

行政として情報提供ももちろんいたしますし、そのほかの健康リスクを下げる

ために健診をきちんと受けていただいたり、喫煙の習慣がないかとか、その辺、

生活習慣の確認はさせていただきながら、家庭訪問できちんとそれぞれの部署

で対応していると思いますので、そこは御本人様と相談しながらQOLに合わせた

対応をしていると思います。

○菊池氏（コーディネーター）

ありがとうございます。

先ほどママカフェというお話が来たのですが、そのママカフェで講師をされ

たり、お母さんたちが集まっているところでお話をされていると思うので、そ

こでのお話を佐瀬先生、少しお願いします。

○佐瀬氏（自然科学研究機構）

今、ママカフェと佐藤さんから御紹介いただいたのですが、基本的には県外

から戻られた方、もしくは、お子さんが小さいとき、例えば震災直後に断水で

水をもらいに行ったときに、実は結構高い線量のときに子供を家に一人で置い

ておけないので外に一緒に出てしまった不安があるのだ、などという話もよく

聞きます。なかなか日々、他人の誰にも言えない不安を持っている方とかの駆

け込み寺というか、お互いが話せる場ということでお母さん方がお話しできる

場所というのが県内でも何か所か、県外でもそういうところがあるようなので

すが、そういうところで私も何度かお話をさせていただいたのですけれども、

通じて思うのは、お母さん方、お父さんがいらっしゃるときもあるのですけれ

ども、震災直後に余りはかれなかったときの被ばくで子供たちはどうなってし

まったのか、大丈夫だったのか。そして、現在、今後将来どうなってしまうの

だろうかというお話があって、その２つがなかなか言いづらいですけれども、

やはり福島県の皆さんがどうしても心に少しでもあるかと思うのです。

震災直後からそのときとこれからのことというのをお話しすると、不安を持
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っているところがあります。震災直後に関しては、本当に幸いだったのですけ

れども、爆発のさらに大きな放出がなくとまってくれたということもありまし

て、今、震災から５年たちまして、大分精度よく計算できてきたのですけれど

も、発電所内で決死の覚悟で突入された方以外、我々の一般的な県民に関しま

しては、発がんのリスクが大幅に上昇するようなことがないというレベルの線

量であるということなので、たとえお子さんを数時間一緒に外に出していたり、

１日、２日外で遊んでいたって、震災直後であっても、今でしたらお子さんが

将来的に大きくがんのリスクが上がることはないですよとお伝えしております。

事実、それは値的にそうですし、我々の体というのは、先ほど細胞のお話も

しましたけれども、たとえ影響を受けても、放射線以外でも放射線でもそうな

のですが、回復する力を持っています。なので、これからの生き方次第で幾ら

でもデメリットがあったとしても回復することができますよという話をしつつ、

では、現状はどうなのか、これからどうなのかといったときに、確かに放射能

をただの１ベクレル/㎏も子供にとらせたくないのですという方もいらっしゃ

いますけれども、やはり我々はベースを知る必要があるなと思ってよくお話を

するのですが、先ほど菊地さんから天然放射能のお話もありましたように、我々

は日々の食生活で大体１日30ベクレルぐらい天然の放射性物質を食べます。天

然摂取を一緒にしないでくださいとおっしゃる方もいるのですけれども、出る

のは天然のカリウムも人工のセシウムもベータ線とガンマ線なのです。それを

ベースとして30ベクレルという、ミネラルを完全に取り除くことはできないの

で、そこがベースです。

あと、この話はお母さん方にはなかなか難しいのですが、我々は残念ながら

将来、３割の方はがんで亡くなられる。５割から６割はがんになる。実はゼロ

ではなくてそこがベースなのです。どうしてもこれから福島県の方々、近隣県

の方ががんになったとします。５割の方なので多分私もなるのではないかと、

いつかはなると思いますが、恐らく福島の方ががんになったときに、「ああ、や

っぱり俺のがんの原因はあれだ」というふうに、ほぼ皆さん思うと思うのです。

ただ、そのときにそこで頭を抱えるのではなくて、そうかもしれないけれども、

でも５割の方がそこでしっかりと早期発見して治して健康寿命を延ばしていく

べきというのも事実だと思いますので、最近のママカフェだと「放射線は」と

いう主語ではなくて、「健康は」という主語で、確かに放射線による追加リスク

というのは0.5％とか0.001％あったかもしれないけれども、トータルで健康寿

命を延ばす方向でいければと。実は、今、政令指定都市の中では新潟の健康寿

命が一番長いらしいのですけれども、新潟にできるのだったら福島で何とかで

きるのではないかという話を、そして、お子さんを守るのはお母さん方ですよ

と。食育にしろ、運動にしろ、健康にしろ、放射線を怖がるだけではなくて、
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トータルで全ての健康でお子さんの健康寿命を一緒に守りましょうねと。それ

には空元気でもお母さん、お父さんの笑顔が必要ですという話をします。最近

ようやく放射線を主語ではなくしてママカフェでも、トータルの健康でという

ふうに前向きに考えられるようになってきたというのがありました。

ちょっとまとまりは悪いのですが、思いとして何とかそういう方向で行けれ

ばと考えております。最近の事例の紹介でした。

○菊池氏（コーディネーター）

時間もありませんが、先ほど矢吹さんから、「これからの放射能の教育」とい

うことをちょっといただいたと思うのです。お願いします。

○会場（矢吹氏）

福島の検査体制は世界一だと言われているのは、検査であって恒久対策では

ないのですよね。私が言いたいのは、もうここに尽きてしまうのです。検査と

いうのは永遠に続くわけではないのです。必ず人が途中でやめてしまう可能性

もあるし、先ほど言われたように、誰か人にくれてしまうとそこから先は秩序

が乱れてしまうのです。だから、ちょっと複雑なことを言うとあれなのですけ

れども、私が思うに、唯一の被爆国の日本が何で放射線教育をしてこなかった

かというところに尽きてしまうのです。

だから、そういったところに一石を投じたいなと思っていたのだけれども、

残念ながら文科省の人は来てくれなかったという話なのですけれども、政治を

司っている中枢の方々がいらっしゃるので、お持ち帰りいただいて、ぜひ御検

討いただければというふうに思っている次第です。

○菊池氏（コーディネーター）

松山さんは所長さんをなさっていますけれども、お母さんたちに教育みたい

な、そういう勉強会みたいなものは、保育所とかではどんな感じでしたか。

○会場（松山氏）

震災直後は随分専門の方に来ていただいて、保護者向けの講演会とか研修会

を開きました。今、５年たってからは、やはり食べ物に関しては最後まで保護

者の方は関心も高いですし不安もあるので、食育講座という形では開いていま

す。市のほうの栄養士も、多分、皆さんなんかにも協力していただいて、定期

的というほどではないですけれども、機会は作っています。

○菊池氏（コーディネーター）
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教育というところでいくと、大人数のセミナーみたいなものを受けるときと

いうのは、みんな半分眠ってしまったりするのですよね。だから、こういう場

とかで得たのを小さく小さくリンゴ組さんのお母さんたちとかというふうにや

っていただいたりすると、今後すごくいいのかなと思うのです。

○会場（松山氏）

そうですね。保育所全体で保護者向けの講演会もしていますし、あと、保育

参観の後に懇談会という形で、クラス単位で不安はどんなことがありますか、

とかというような懇談会形式では震災直後２年ぐらいはずっとやっていました。

ただ、今はもうみんなの気持ち、そういう要望もなくなってきているというの

も実際ありますし、私たちも継続していかなければいけないなと、今、お話を

聞いて改めて思ったところです。

○菊池氏（コーディネーター）

お母さんが困ってしまったり、お母さんがつらかったりすると、子供も急に

鼻血を出したり熱を出したりしてしまうのですね。だから、お母さんから進め

ていくことというのは大事かなと思っています。

あと、私の個人的な考えですけれども、資格を取れれば、例えば18歳になっ

たら第三種放射線取扱主任者という難しいのがあるのですが、それは２日間の

講習と実習があります。それを資格としてもらえると思うと何か目が覚めて、

最後に試験があるので頑張ってやってしまうみたいな感じがあるので、福島県

の子供たちはみんなそれを持って18歳になったら、大学とか東京とか世界に飛

び出してもらえればいいなと私も思っていました。教育というところが、今日

はたまたま教育者の皆さんにお集まりいただいていたので、そういうところか

らも学校教育、あとは保育園、幼児教育であるところからちょっとずつやって

いけたらいいかなと私も思っていましたので御意見を言いました。

では、お時間が過ぎてしまったものですからまとめになるのですが、先生の

ほうからまとめのお言葉をお願いします。

皆さん、何かありますか。これは聞いておいたほうがとか、皆さんのほうで

今日の感想みたいなものを言っていただける方はいらっしゃいますか。

斉藤さん、どうでしたか。

○会場（斉藤氏）

最初、自己紹介のときに参加した理由を述べましたけれども、いろいろ皆さ

んから御意見とか現状をお聞きして、保育所では何ができるかということを、

今、松山さんからもありましたけれども、そのころ１歳だった子が、今年満了
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というので卒園するのです。その子たちは、そのときの記憶とかはもちろん全

然ないのですけれども、その後３月11日を迎えるたびに保育所のほうでもこう

いうことがあって、こうだったねというのは繰り返しお話ししてきました。そ

ういう思いを持ってこれから学校に行くわけですけれども、今、矢吹さんのほ

うからお話がありましたけれども、やはり安全になってきて大変うれしい反面、

そういうのを忘れていってはいけないのではないかという思いでおりますので、

それはそれで、今、資格を持ってというお話もありましたように、そういう思

いを持って、福島に生まれて、福島で育って大きくなっていくという思いで、

いつまでもそういう気持ちを持って子供たちにはいてもらいたいなと思ってお

ります。

そのためには、大勢のところでのそういうことは、今、一応できることはし

たので、本当に個人的にこういうところで一つでもやっていければと思って、

明日からまたそういうことで取り組んでいきたいと思っております。

本当に今日はありがとうございました。

○菊池氏（コーディネーター）

もう一人ぐらい感想を聞く時間をいいですか。

八巻さん、いかがでしたか。お若い方でどういうふうに思ったかなというの

も聞いてみたくて。

○会場（八巻氏）

今日はありがとうございました。

私自身も震災後なのですけれども出産をしまして、皆さんに講演会とかをし

ていく中で安全だったりというところを伝えてきていたのですけれども、やは

り自分の子供のこととなると何だか伝えていながら不安になったりとか結構あ

ったなというのがありました。

それが当たり前になってしまっていて、何となく不安だったり、気をつけて

いるというのが日常になってしまっているようなところもあって、例えば生活

の中でも仮設住宅を見たり、自分の家の近くにもあるのですけれども、そうい

う状況が当たり前になってしまってきているというところがすごくあって、今、

話があったように、なっていくのかなというふうに思うので、そのことをしっ

かりとどういうことがあって、今、こういう状況で、これからどういうことを

していかなければいけないのかというところを、日々辛かったこともたくさん、

本当に震災当時、避難所回りとかもたくさんしていて、すごく大変だったなと

思うところもあるのですけれども、そういったところをこれからもまた繋いで

というか、しっかり伝えていきながら、今できることをしっかり考えていけれ
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ばというふうに、今回改めて振り返って考えさせていただいたところです。

ありがとうございました。

○菊池氏（コーディネーター）

先生から。

○佐瀬氏（自然科学研究機構）

恐縮ですがまとめの言葉としまして、皆さんからたくさんのお言葉をいただ

きまして本当にありがとうございました。矢吹様から教育の大切さですね、世

界一の検査体制ではなくて、世界一放射線に詳しくて正しい判断ができる子供

たちを育成するというのが、これは福島県だけではなくて日本全体で必要だな

というのは思いました。

福島県では小学校１年生から中学校３年生まで最低１年間２時間以上放射線

教育をやっているのですが、福島だけ詳しくなっても日本全体に浸透しないと。

これはなかなか厳しいのですね。我々教育関係者の中では、センター試験は今

後名前が変わるかもしれないのですけれども、受験で必ず放射線の話が出れば、

予備校の勉強から初め、皆さんの目の色が変わるかなという話で、可能な限り

我々が出題できるところがあったら、理科だけではなくて国語でも現代文でも

社会でも英語でも、海外に行きますと福島はどうなのか、日本はどうなのかと

英語で聞かれることもあるので、そういうのを入れられるようにというか、日

本全体で放射線に対するリテラシーというか知識を高めていけるように、何と

か皆さんと我々で協力して子供たちが不安にならない、前向きな教育をできる

ようにしたいと思います。今日は、皆さん、教育のプロフェッショナルな方が

そろっていますので、皆さんとそれに向き合っていく。

あと、震災から５年がたって、ようやく我々も、今まではなかなか言えなか

った議論もできるようになりました。例として先天障害の割合が上がるのでは

ないかといまだに不安に思っている若い人たちがいます。でも、それというの

は、今まではタブーだったかもしれないですけれども、ベースとしてはこのぐ

らいのレベルがあるので、それをふやすには過度なストレスであったり、特定

の薬を飲んだりすると割合は上がるからそういうのはやめようねと。放射線の

影響だけ見たら、皆さん絶対に割合が上がることはないよと、今までなかなか

そういうがんであったり、先天障害の実情というのは言いづらかったところも

あえて我々は背けずに、子供たちを守るため、若い人たちを不安から守るため

に、そういったところも今後、すぐにというのは難しいかもしれないですけれ

ども全体的に、たとえがんの発症がふえたとかいうニュースがあっても、それ

は本当なのか、実際にそれは生活環境の変化が原因なのか、それとも本当に放
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射線なのか、実際に放射線で起こるとは考えられないと思いますけれども、そ

のあたり、タブーをなくしながらしっかりと詳しく、子供たち、若い人たちを

守るために頑張っていけたらと考えております。

舌足らずなお話になってしまいましたが、まとめの言葉とさせていただきま

す。

○菊池氏（コーディネーター）

私もまとめということだったのですが、先ほどお子さんを震災後に産んでく

れたというのがおばちゃんとしてはすごくうれしくて、震災後に子供が少なく

なって、それでもみんなが産んでくれるという福島にしたいなとずっと思って

いまして、でも、お母さんは１ベクレル/㎏でも嫌なんだよね。１ベクレル/㎏

を食べさせられないとなるのです。私なんかも専門のちゃんと資格を持ってい

る社員といつもけんかしていました。「だったら、１ベクレル/㎏は何グラムな

のか」と聞いて、０が20個近くつくような0.00000000…1グラムですと言われた

ときにちょっと安心したのです。

先ほどの自分で水を測って同じだというのとか、あと、１ベクレル/㎏は、１

グラムよりもすごく少ないというようなこととか、そういう小さいことを皆さ

んから発信してもらえるともっと子供も増えていくし、お母さんもちょっと笑

ってくれて安心してくれるのではないかと思っていますので、今日は本当に短

い時間になってしまって、皆さんのお声が聞けなかったので、私の進行がまず

かったのですが、御協力ありがとうございました。

○司会（消費者庁・大浦）

それでは、まだまだ御発言、御討論をしたいのですけれども、終了時間を押

してしまいましたので、申しわけございませんが、本日の会はこれをめどに終

了したいと思います。

本日、御参加いただいた皆様はいろいろな立場の方がいらっしゃったので、

いろいろな立場からの御意見が聞けまして非常に活発な意見交換ができたと思

っております。どうもありがとうございました。

それでは、本日の「食品に関するリスクコミュニケーション 食品中の放射

性物質に対する取組について～子どもの食事への不安を考える～」の会は、こ

れにて閉会とさせていただきます。

御参加いただいた皆様、どうもありがとうございました。（拍手）


